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   第 ３ 回   熊本県議会  建設常任委員会会議記録 

 
平成25年６月27日（木曜日） 

                        午前10時１分開議 

                        午後０時15分休憩 

            午後１時16分開議 

午後１時42分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成25年度熊本県一般会計補

正予算（第２号） 

  議案第９号 工事請負契約の変更について 

 議案第16号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

 議案第17号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

 報告第１号 平成24年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についての

うち 

報告第２号 平成24年度熊本県港湾整備事

業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告

について 

 報告第３号 平成24年度熊本県流域下水道

事業特別会計繰越明許費繰越計算書の

報告について 

報告第５号 平成24年度熊本県一般会計事

故繰越し繰越計算書の報告についてのう

ち 

 報告第13号 専決処分の報告について 

報告第14号 専決処分の報告について 

報告第15号 専決処分の報告について 

報告第16号 専決処分の報告について 

 閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

  ①発注標準の見直しについて 

②ＪＲ鹿児島本線等連続立体交差事業

の変更認可について 

③熊本県都市計画区域マスタープラン

基本方針（案）について 

④「水俣湾環境対策基本方針」に基づ

く水俣湾の環境調査結果及び水俣湾埋

立地の点検・調査結果（平成24年度） 

⑤高規格幹線道路及び地域高規格道路

の最近の動きについて 

⑥平成25年度上半期の発注目標につい

て 

――――――――――――――― 

出席委員（８人） 

        委 員 長 内 野 幸 喜 

        副委員長 杉 浦 康 治 

        委  員 堤   泰 宏 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 中 村 博 生 

        委  員 佐 藤 雅 司 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員 松 岡   徹 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 土木部 

        部  長 船 原 幸 信 

              政策審議監  佐 藤 伸 之 

          河川港湾局長兼 

     土木技術審議監 渡 邊   茂 

      道路都市局長  猿 渡 慶 一 

      建築住宅局長 生 田 博 隆 

        監理課長 成 富     守 

            用地対策課長 立 川     優 

    土木技術管理課長 西 田   浩 

      道路整備課長 手 島 健 司 

      首席審議員兼 

      道路保全課長 増 田     厚 
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      都市計画課長 平 尾  昭 人 

      下水環境課長 軸 丸 英 顕 

        河川課長 持 田     浩 

        港湾課長 松 永 信 弘 

        砂防課長 古 澤 章 吾 

        建築課長 坂 口 秀 二 

        営繕課長 田 邉   肇 

        住宅課長 平 井   章 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 上 野 弘 成 

     政務調査課主幹  福  田  聖  哉 

――――――――――――――― 

  午前10時１分開議 

○内野幸喜委員長 それでは第３回建設常任

委員会を開会いたします。 

 まず、本日の委員会に１名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

します。 

 それでは本委員会に付託されました議案等

を議題とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に一括して質疑を受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るため着座のまま簡潔にお願いします。 

 それでは、船原土木部長に総括説明をお願

いします。 

 

○船原土木部長 今回の定例県議会に提出し

ております議案の説明に先立ちまして、最近

における土木部行政の動向について御報告い

たします。 

 先月27日、九州、四国、中国地方が一斉に

梅雨に入りました。熊本広域大水害からの教

訓をもとに、県民の方々が安全に安心して生

活できるよう防災対策に万全を期します。さ

らに、復旧・復興についても引き続き全力で

取り組んでまいります。 

 まず、河川については、白川、黒川などで

できるところから順次掘削に着手しておりま

す。なお、まだ工事に着手していない箇所に

ついては改めて安全点検を行いまして、現場

の状況に応じて土のう積みなどの仮復旧を行

っております。 

 また、住民の方々へ的確な情報提供を行う

ため、河川監視カメラを増設するとともに、

県内の地上波テレビ全局とケーブルテレビ局

の一部との間で、県が有します映像情報を提

供する協定を締結しています。 

 また、白川改修事業に伴う熊本市工区の家

屋移転契約状況でございますが、対象家屋24

0戸の方々の中で、６月14日時点で６割を超

える153戸の方々と契約ができました。引き

続き早期の契約完了に向けて、誠心誠意取り

組んでまいります。 

 次に、道路については、全面通行どめ176

カ所のうち既に174カ所を解除しておりま

す。現在、残る県道高森竹田線及び県道内牧

坂梨線で用地買収の手続を進めており、８月

には工事に着手、今年度中に竣工する予定で

ございます。 

 なお、国道57号滝室坂については、去る５

月に創造的な復興に向けて、滝室坂道路の新

規事業化が決定し、中九州横断道路の一部と

して整備されることとなりました。 

 最後に、土砂災害への対応については、砂

防堰堤を設置する災害関連緊急砂防事業17カ

所のうち５カ所は工事に着手し、７カ所は工

事発注準備中でございます。残り５カ所につ

いても早期着手に向け全力を挙げておりま

す。 

 また、既存の砂防堰堤の土砂や流木を撤去

し、再度の土砂流出に備えております。 

 さらに、人命や集落に被害が生じた箇所で

は、集落上流側に大型土のう積み護岸を設置

するとともに、ライブカメラなどを設置しま

して情報提供を行うことにより、住民の方々

の安全・安心に取り組んでおります。 

 なお、５月に事業採択されました阿蘇地区

３市町村の30渓流の砂防激甚災害対策特別緊

急事業につきましては、スピード感を持って
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着手してまいります。 

 平成24年度の緊急経済対策関連予算は333

億1,000万円で、県が事業主体となる約306億

4,000万円のうち、５月末現在の契約済み額

は約108億8,000万円で、率にしまして35.5％

になっております。 

 引き続き緊急経済対策の趣旨に鑑み、早期

に効果があらわれるよう取り組んでまいりま

す。 

 いずれにしましても、災害復旧や緊急経済

対策予算の円滑かつ着実な執行を図るため、

入札契約制度の見直しなどを含め、しっかり

と取り組んでまいります。 

 それでは、今定例県議会に提案しておりま

す土木部関係の議案の概要について説明いた

します。 

 今定例県議会に提案しております議案は、

補正予算関係議案１件、条例等関係議案３

件、報告関係８件でございます。 

 初めに、補正予算について御説明いたしま

す。 

 今回の６月補正予算は、国の緊急経済対策

に対応する地域の元気基金を活用した防災・

減災関係の事業に要する経費など、23億356

万3,000円の増額補正をお願いしておりま

す。 

 これにより、土木部の一般会計及び特別会

計を合わせました６月補正後の予算額は、94

8億532万8,000円となっております。 

 次に、条例等関係議案につきましては、工

事請負契約の締結について１件、道路管理瑕

疵関係の専決処分の報告及び承認について２

件の御審議をお願いしております。 

 報告案件につきましては、平成24年度熊本

県一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いてほか７件について御報告させていただき

ます。 

 その他報告事項につきましては、発注標準

の見直しについてほか５件について御報告さ

せていただきます。 

 以上、議案の概要等を総括的に御説明申し

上げましたが、詳細につきましては担当課長

から説明いたしますので、御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 今後とも、各事業の推進に積極的に取り組

んでまいりますので、議員各位の御支援と御

協力をよろしくお願いいたします。 

 

○内野幸喜委員長 次に、付託議案等につい

て関係課長から順次説明をお願いします。成

富監理課長。 

 

○成富監理課長 監理課でございます。 

 本日は説明資料としまして、建設常任委員

会説明資料を準備しております。また、その

他の報告事項としまして、６件の報告資料を

準備しております。 

 それでは、お手元の建設常任委員会説明資

料をお願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。平成25年度

６月補正予算資料です。 

 今回の補正予算は、国の緊急経済対策に対

応する地域の元気基金を活用した防災・減災

関係の事業に要する経費などを計上しており

ます。 

 上の表２段目の今回補正額ですが、一般会

計の普通建設事業費については県単事業で、

23億356万3,000円を計上しております。 

 一般会計としまして23億356万3,000円の増

額となっており、６月補正後の一般会計の合

計予算額は、３段目にあります871億6,918万

6,000円になります。 

 また、上の表右側の特別会計については、

補正予算の計上はありません。 

 その右側、合計欄の３段目ですが、一般会

計、特別会計を合わせた今回補正後の予算額

は、948億532万8,000円になります。 

 また、各課別の内訳表につきましては、そ

の下の表のとおりとなっております。 

 次に２ページ目をお願いします。 
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 平成25年度６月補正予算総括表でございま

す。 

 一般会計及び特別会計ごとに各課ごとの補

正額とともに、右側に補正額の財源内訳を記

載しております。 

 表の最下段の土木部合計の欄をごらんくだ

さい。財源内訳としまして、その他が23億35

6万3,000円でございます。この財源は、主に

国の緊急経済対策による地域の元気基金でご

ざいます。 

 以上が土木部全体の予算額の状況でござい

ます。 

  

○手島道路整備課長 道路整備課の手島でご

ざいます。よろしくお願いします。 

 資料の３ページをお願いいたします。 

 ２段目の単県道路改築費として、２億5,00

0万円の増額補正を計上しております。 

 内訳は右側の説明欄にございますとおり、

県道は津留柳線ほか４カ所で１億3,000万

円、橋梁は河内矢部線小園橋ほか２カ所で１

億2,000万円でございます。 

 道路整備課は以上でございます。 

 

○増田道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 説明資料の４ページをお願いします。 

 ２行目の単県道路災害防除費でございま

す。防災力強化事業として２億4,000万円の

補正をお願いするものでございます。 

 内訳でございますが、右側の説明欄にあり

ますように、別府一の宮線の冠水対策として

2,000万円、国道445号瀬目トンネルの安全対

策費用として２億2,000万円を計上していま

す。この結果、最下段に示すとおり、道路保

全課の６月補正後の合計額は141億6,759万2,

000円となります。 

 道路保全課の説明は以上でございます。 

 

○平尾都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 資料の５ページをお願いいたします。都市

公園整備事業費といたしまして、7,000万円

の増額補正をお願いしております。これは都

市公園の利用促進を図るための施設整備等に

要する経費でございます。今回の補正予算で

は、熊本県民総合運動公園、水俣広域公園の

整備を予定しております。 

 都市計画課の補正後の予算は、最下段に記

載のとおり108億8,463万9,000円でございま

す。 

 都市計画課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○軸丸下水環境課長 下水環境課でございま

す。 

 委員会資料６ページをお開きください。 

 上から２段目の一般廃棄物等対策費といた

しまして、２億2,168万8,000円の補正を計上

しております。これは、公共用水域の水質保

全を図るため、県有施設における合併処理浄

化槽の整備を行う経費です。本年度と来年度

の２カ年で整備が必要な全ての県有施設にお

ける合併処理浄化槽設置を予定しておりま

す。 

 また、同事業につきまして説明欄に記載の

とおり平成26年度に8,212万8,000円の債務負

担行為の設定をお願いしております。 

 これにより一般会計の補正後の予算額は、

最下段に記載のとおり11億213万2,000円とな

ります。 

 下水環境課は以上です。 

 

○持田河川課長 河川課でございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 まず、最上段の河川改良費全体ですが、補

正額の欄をごらんください。５億9,300万円

の増額を計上しております。 

 その内訳ですが、２段目の単県河川改良費

として２億5,100万円の増額を計上しており
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ます。これは、激特事業や災害関連事業を実

施している水系に事業箇所を絞り、一層のス

ピード感を持って防災減災を図る事業と川辺

川上流域において五木ダム事業中止に伴う当

面の治水対策の整備促進を図る事業です。 

 具体的には、和水町の和仁川ほか３カ所と

川辺川の計５カ所を予定しております。 

 次に３段目の単県ダム改良費ですが、３億

4,200万円の増額を計上しております。 

 内容は、市房ダムの有効活用を図るための

ダム湖内施設のかさ上げ事業と、市房ほか３

ダムの水位などのダム情報を県民の方々にホ

ームページで公開するための施設改良事業で

す。 

 続きまして４段目の海岸保全費ですが、7,

320万円の増額を計上しております。これ

は、海岸施設の老朽化による漏水被害や背後

地に浸水被害が発生しておる海岸において、

漏水対策などの施設改良を行うもので、不知

火海岸ほか４カ所を予定しております。 

 以上、河川課の補正総額は、最下段補正額

の欄にありますとおり６億6,620万円の増額

で、全て地域の元気臨時交付金活用事業とな

ります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○松永港湾課長 港湾課です。 

 説明資料の８ページをごらん願います。 

 港湾建設費の単県港湾整備事業費として６

億2,170万円を計上しております。これは全

て地域の元気臨時交付金を財源としておりま

す。 

 事業内容といたしましては、まず港湾海辺

空間創造事業は、海の玄関口である港の景観

を整備するもので、三角港及び長洲港で実施

いたします。 

 次に港湾・海岸整備事業は、高潮等の災害

に備えるため護岸機能の強化及び排水施設の

整備等を行うもので、佐敷港海岸ほか６カ所

で実施いたします。 

 以上、補正後の額としては、最下段のとお

り61億8,943万1,000円となります。 

 港湾課は以上です。よろしくお願いしま

す。 

 

○古澤砂防課長 １枚めくっていただきまし

て、説明資料の９ページをごらんくださいま

せ。 

 砂防課でございます。 

 ２段目の単県砂防事業でございますが、熊

本広域大水害対応といたしまして１億7,000 

万円を増額計上しております。説明欄のほう

に書いておりますけれども、高森町の上色見

川ほか４カ所の砂防指定地内の渓流を保全す

るため流路工を整備するものでございます。 

 以上、最下段に記載しておりますとおり砂

防課の補正後の額といたしまして77億6,553

万1,000円を計上しております。 

 砂防課の説明は以上でございます。 

 

○田邉営繕課長 営繕課でございます。 

 資料の10ページをお願いいたします。 

 ２段目の営繕管理費でございますが、4,09

7万5,000円の増額をお願いしております。こ

れは地域の元気基金を活用する事業として、

県有施設エレベーター設備の安全性確保のた

めの更新改修及び防災対策を行うものでござ

います。 

 以上、営繕課の６月補正予算額は、最下段

のとおり4,097万5,000円の増額でございまし

て、補正後の予算額は５億8,245万5,000円と

なっております。 

 営繕課は以上でございます。 

 

○平井住宅課長 住宅課でございます。 

 資料の11ページをお願いいたします。 

 住宅建設費でございますが、2,300万円の

増額をお願いしております。これは２段目の

公営住宅ストック総合改善事業費の増による

ものでございまして、地域の元気基金を活用
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して県営住宅のエレベーター設備の防災対策

工事を行うものでございます。 

 住宅課の６月補正後の予算額は、最下段の

とおり20億5,179万4,000円となっておりま

す。 

 住宅課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○成富監理課長 13ページをお願いいたしま

す。 

 第９号議案工事請負契約の変更についてで

ございます。この議案は、平成24年９月定例

県議会において議決された工事請負契約につ

いて、工事内容の変更のため金額及び工期の

変更を行うものでございます。 

 詳細につきましては、14ページの概要によ

り説明させていただきます。 

 工事名は、水俣地区新設高校体育館改築工

事。工事内容は、鉄筋コンクリートづくり一

部鉄骨づくり３階建て。延べ面積2,922.77平

方メートル。工事場所は、水俣市洗切町11番

１号地内。 

 請負契約締結日は、平成24年10月３日。請

負業者は和久田・松下建設工事共同企業体。 

 変更契約工期は、契約締結日の翌日から平

成25年11月25日までを平成26年１月10日まで

に変更し、変更契約金額は６億3,000万円を

６億3,730万1,245円に変更するもので、730

万1,245円の増額となります。 

 契約金額等の主な変更理由としましては、

くい工事の変更に伴う増額でございます。 

 監理課からは以上でございます。よろしく

お願いします。 

 

○増田道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 道路の管理瑕疵に関する専決処分の報告及

び承認については、説明資料15ページの第16

号議案から、18ページの第17号議案までの２

件でございます。 

 まず、資料の15ページの第16号議案でござ

いますが、詳細は16ページの概要にて説明し

ます。 

 本件は、平成25年１月18日午後３時40分ご

ろ、玉名市玉名の主要地方道玉名立花線のの

り面に設置していたブルーシートが帯状に裂

け、その一部が突風にあおられて、県道沿い

の側道を走行中の軽四輪乗用自動車に接触

し、ボンネット等を損傷した事故でありま

す。 

 賠償の考え方につきましては、運転中に兆

候もなくブルーシートが接触したものであ

り、事前に事故を予見しブルーシートとの接

触を回避することは困難であることを考慮し

て、自動車の修理費等の全額に当たる28万1,

150円を賠償しております。 

 次に、資料の17ページの第17号議案でござ

いますが、詳細は18ページの概要にて説明し

ます。 

 本件は、平成25年２月４日午前８時ごろ、

上益城郡御船町七滝の一般国道445号で、和

解の相手方が軽四輪乗用自動車で進行中、道

路左側のり面上の樹木から落下した長さ約1.

4メートルの枝が直撃し、フロントガラスを

破損したものであります。 

 賠償の考え方につきましては、運転中に兆

候もなく樹木の枝が直撃したものであり、事

前に事故を予見し、樹木の枝との衝突を回避

することは困難であることを考慮して、自動

車の修理費の全額に当たる９万1,250円を賠

償しております。 

 道路保全課関係の提出議案は以上でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 

○成富監理課長 監理課でございます。 

 20ページをお願いいたします。 

 平成24年度の繰越計算書の総括表でござい

ます。上から順に、第１に繰越明許費、第２

に事故繰越を記載しております。 

 まず繰越明許費でございますが、一般会計
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１件と特別会計２件、合わせまして計３件の

報告となります。 

 まず、(1)の一般会計の翌年度繰越額は、1

0課の合計で729億1,526万178円でございま

す。 

 次に、(2)の港湾整備事業特別会計の翌年

度繰越額は、熊本港のコンテナヤード等に係

る2,300万333円でございます。 

 次に、(3)の流域下水道事業特別会計の翌

年度繰越額は、北部流域下水道の水処理施設

等に係るもので、９億4,918万4,802円でござ

います。 

 ３つの合計を合わせました翌年度繰越額

は、738億8,744万5,313円でございます。 

 記載はしておりませんが、その内訳としま

しては、経済対策分が約306億円、災害分が

約134億円、その他通常分が297億円でござい

ます。 

 繰越事業の各課別の詳細につきましては、

21ページから39ページにかけて記載しており

ます。 

 個別の説明につきましては省略させていた

だきますが、繰越理由別の土木部合計額など

につきましては、記載しておりませんが、計

画に関する諸条件に係るものが335億4,467万

円で約45％程度、設計に関する諸条件に係る

理由のものが272億8,307万円で約37％、用地

の関係に関するものが111億3,361万円で約15

％程度、補償の処理の困難に関するものが17

億9,021万円で約2.4％程度でございます。 

 次に、20ページの事故繰越についてでござ

います。最下段の事故繰越の欄をごらんくだ

さい。事故繰越額は、都市計画課の6,423万

7,000円でございます。 

 詳細についてですが、40ページをお願いし

ます。 

 街路整備事業費でございますが、都市計画

道路荒尾海岸線において地域の産業活動を活

性化させるための整備を実施する事業であり

ます。 

 繰り越しの理由としましては、当事業は平

成23年度事業で、8,951万3,140円を平成24年

度に繰り越して事業を行っていたところでご

ざいます。 

 補償建物の移転について移転地に軟弱土が

あることが判明し、その対応のため移転工事

に２カ月のおくれが生じ、ノリ種苗の移転可

能時期までに工事が間に合わず、平成24年度

の移転が困難となったため、やむを得ず繰り

越したものであります。 

 これらの繰越事業につきましては、早期完

了のため全力を挙げて取り組んでいるところ

でございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 引き続き、41ページをお願いします。 

 報告第13号専決処分の報告についてでござ

います。職員に係る交通事故の和解、損害賠

償額の決定について、地方自治法第180条第

１項の規定により行いました専決処分の報告

でございます。 

 詳細につきましては、42ページの概要によ

り説明させていただきます。 

 この事故は、平成24年９月５日午後３時５

分ごろに、熊本市中央区上水前寺１丁目地内

の県道戸島熊本線で発生したもので、相手方

の示談交渉の結果、県の過失80％、相手方20

％で合意し、双方の損害負担額を相殺した結

果、損害賠償額は164万3,520円でございま

す。 

 事故の状況といたしましては、道路保全課

職員運転の公用普通自動車が県道戸島熊本線

の事故発生場所のＴ字路の交差点を右折しよ

うとした際、右折しようとした道路から左折

で出ようとしていた相手方車両と接触し損傷

を与えるとともに、相手方に障害を与えたも

のでございます。 

 今回は人的被害のみの和解の報告であり、

物的損害については平成25年２月議会で既に

和解の報告をしております。 

 次に43ページをお願いします。 
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 報告第14号専決処分の報告についてでござ

います。 

 詳細につきましては、44ページの概要によ

り説明させていただきます。 

 この事故は、平成25年２月20日午後２時５

分ごろに、球磨郡球磨村大瀬地内の国道219 

号で発生したもので、相手方との示談交渉の

結果、県の過失100％で合意し、損害賠償額

は物損、人身合わせて56万7,267円でござい

ます。 

 事故の状況といたしましては、球磨地域振

興局土木部工務課職員運転の公用軽乗用車が

国道219号の事故発生場所で、右折のために

停車した前方走行中の相手方車両に追突し、

相手方車両の損傷及び相手方車両の運転と同

乗者が負傷したものでございます。 

 以上、職員の交通事故に係る専決処分の報

告について御説明いたしましたが、損害賠償

額は県が加入している損害賠償保険で対応し

たものでございます。 

 職員の交通事故、交通違反防止につきまし

ては、さらに徹底を図るよう取り組んでまい

りたいと考えております。 

 監理課からは以上でございます。 

 

○平井住宅課長 住宅課でございます。 

 ２件の専決処分の報告をさせていただきま

す。 

 資料の45ページをお願いいたします。 

 報告第15号の専決処分の報告は、県営住宅

の家賃滞納者に対します県営住宅の明け渡し

請求及び滞納家賃等の支払い請求の訴えの提

起を行うものでございます。 

 45ページから47ページまでが内容でござい

ますが、47ページの概要で御説明させていた

だきます。 

 専決日は平成25年３月30日でございます。

今回の明け渡し請求等に係る訴えの提起は、

６カ月以上または10万円以上の家賃等の滞納

者で、自主的な滞納解消が見込めない者５件

につきまして、４月23日に熊本地方裁判所に

提訴を行ったものでございます。 

 この５件につきましては、これまで何回と

なく納入指導を行ってまいりましたが、呼び

出しにも応じない、また納入の誓約はするも

ののそれを守らないといった滞納者でござい

ます。 

 滞納総額は71万3,200円、滞納総月数は42

カ月となっております。 

 これまでの訴訟の実施状況は下のほうに掲

げておりますか、今回が44回目の提訴とな

り、今回を含め1,018件となっております。 

 続きまして49ページをお願いいたします。 

 報告第16号の専決処分の報告は、県営住宅

の滞納家賃等の支払いにつきまして、訴え提

起前の和解を行うものでございます。 

 49ページと50ページが内容でございます

が、50ページの概要で御説明させていただき

ます。 

 専決日は平成25年３月30日でございます。 

 この和解は、６カ月以上または10万円以上

の家賃滞納者で、自主的な滞納解消が見込め

るもの２件につきまして、４月23日に熊本簡

易裁判所に訴え提起前の和解の申し立てを行

ったものでございます。 

 滞納総額は28万3,400円、滞納総月数は15

カ月となっております。 

 この２件につきましては、先ほどの提訴の

対象者と異なりまして、滞納解消のための家

賃納付を誓約する意思を示しているため、訴

訟提起する前に裁判所の関与のもとで今後の

支払い方法等について和解を行うものであり

まして、判決と同様の効果があり、より迅速

で効率的に強制力を伴う手段を確保していく

ものでございます。 

 これまでの和解の実施状況は下のほうに掲

げておりますが、今回で17回目の和解とな

り、今回を含め182件となっております。 

 県営住宅の家賃滞納解消につきましては、

新たな家賃滞納者をふやさないよう、今後も
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口座振替の促進や訪問徴収の強化など徹底し

た徴収の促進により滞納防止に努めてまいり

ます。 

 住宅課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○内野幸喜委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。ただいまの説明について質疑はありませ

んか。 

 

○佐藤雅司委員 交通事故の職員の処分なん

ですが、金額については保険で対応するとい

うことで、予算の中に入れ込んで払ったとい

うことですが、きょうは人事課は来てないわ

けですけれども、職員の行政処分というのも

あると思うんですけれども、その一覧表みた

いなもの、例えば飲酒運転事故だったら一発

で終わりと、懲戒免職とこういうことになる

わけですけれども、こうした軽微とまでは言

えないかもしれないですけれども、について

の職員の処分といいますか行政処分、こうい

ったものについての何か一覧表があると思う

んですけれども、こちらではないんですか。 

 

○成富監理課長 行政処分関係、職員の処分

関係につきましては、ちょっと人事課でやっ

ておりますので、きょうは手元のほうにその

資料は持ち合わせておりませんので、ちょっ

と人事課と相談して、どういう資料が先生に

御報告できるかは後ほど御説明させていただ

ければと思います。 

 

○佐藤雅司委員 まあ一部でいいんですけれ

ども、この、例えば何とかさん、仮に報告13

号の場合はどういった処分になるんですか

ね。 

 

○成富監理課長 現時点では、こういう軽微

な事故といいますか、これについては今まで

私の知る限りでは、職員に懲戒関係の処分が

なされたということはなかったと思います。 

 

○佐藤雅司委員 公用車だから、そして勤務

時間内だからと、一般の県民の納税者の視点

というか、県民の視点から言えば、公用車を

粗雑に扱うとか、もちろん運転管理規則みた

いなものはあると思うんですけれども、公用

車だから、本当は個人であれば土曜、日曜で

あれば、相当自分みずからが払わにゃんと、

自家用車であればですね、そういうことにな

っていくわけですけれども、公用だから全て

が無罪放免で何もないということもいかがな

ものかなという感じはすっとですけれども

ね。やっぱり部長名で、部長名というか、や

っぱり任命権者は知事ですから、何か注意だ

とか勧告だとか訓告だとか、そういうような

ものがあってしかるべきだろうと思うんです

けれども、その辺はどうなんですかね。 

 

○成富監理課長 職員の交通事故関係につい

ては、公用車、私用車両面で非常に多いとい

う事実は、私たち土木部内でも考えて、こと

しに入りましても公用車の事故もかなり起き

ていますので、土木部長名で、再度本庁、出

先機関に対して注意を周知の徹底をお願いし

ているところです。また、県全体でも、人事

課のほうから総務部長名で、そういう公用車

の事故についても注意するようにという通知

等を総務からもいただいて、それを受けて職

員に周知徹底はしているところでございま

す。 

 基本的に、故意、重大な過失がある場合に

ついては、そういう処分とか、保険で払われ

る損害賠償の請求が職員にもすることはでき

るんですけれども、故意とか重大な過失がな

ければ、今のところそこまで職員に損害賠償

を求めることはない状況でございます。 

 

○佐藤雅司委員 私がこの質問をちょっと思
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い立ったのは、例えば熊本で本田技研、ホン

ダの職員ですね、車をつくっている大事なと

ころなんですけれども、ここあたりが重大な

本人の故意で交通事故等を起こした場合に、

かなり厳しい処分があるというふうに聞いて

おります。民間はそうした厳しい感覚のもと

で、やっぱりしっかりやっているというふう

に思っておりますので、処分することが目的

じゃないと思うんですけれども、やっぱり注

意の喚起等、それからやっぱり公僕としての

あれをもう少しやっぱりしっかりしていかん

といかぬなという、そんな思いがあるんです

けれども、それはもうそれでいいんです。そ

こ辺はまたよろしくお願いしておきます。 

 以上です。 

 

○中村博生委員 住宅家賃の滞納の提訴の件

ですけれども、10年ぐらい前からすると大分

減ってきておると思うとですが、これも徴収

に努力されておる結果であろうと思っており

ます。 

 半年以上10万円というあれがありますけれ

ども、25年度、こういった言い方をしてよか

かな、可能性があるような件数がやっぱり発

生する可能性てあるんでしょうかね。 

 

○平井住宅課長 やはり滞納者も以前よりも

かなり減ってきてはおりますが、やはり年間

こういった法的措置に至る方というのは、数

名やっぱり出てこられてます。 

 

○中村博生委員 認識的にそういったケース

がだんだん減ってきたのも事実であろうと思

いますけれども、今後やっぱり提訴という形

じゃなくて和解も数件ずつあるようでござい

ますので、そういった形にも努力していただ

きたいなと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 

○平井住宅課長 実はこの法的措置をとって

おりますが、この法的措置に至る前に住宅課

と滞納者の方の間で任意のと申しますか、24

カ月の分納の誓約を入れていただいて、そう

いった手続もとっております。そういったこ

とで、またさらに難しい方につきましては、

最終的には法的な措置、それもできるだけ和

解で、やむを得ない場合には訴訟という形で

今処理をしております。 

 

○中村博生委員 もう一つは、専決処分の同

じ軽乗用車でブルーシートと枝が落ちた損

害、これはもう損保会社がぴしゃっとした形

でやっておるんでしょうけれども、その現場

現場で違うかと思いますが、片やブルーシー

トは９万、それと枝が落ちたというのは20何

万ということですけれども、その辺をちょっ

とお聞かせ願えれば。 

 

○増田道路保全課長 ブルーシートのほうが

28万1,150円なんですけれども、これの内訳

が修理費が21万5,000円です。それからレン

タカー代が６万6,150円ということなんです

けれども、修理費21万5,000円がその後の17

号の枝が落ちた分が９万1,150円ですけれど

も、これと比べて高いということなんです

が、ブルーシートが車全体的にフロントから

ガラスからバンパーから全てかかったもんで

すから、それで擦過痕といいますか、擦り傷

で全体的に補修が出てきたということで見積

りが高く出たんだろうと思います。 

 それから、その後の枝の関係なんですけれ

ども、こちらのほうはフロントガラスだけが

損傷しましたもんですから、ガラスだけの交

換ということで９万1,250円ということにな

っております。 

 

○中村博生委員 わかりました。はい。 

 

○城下広作委員 済みません、８ページの例

の三角の空間創造事業の部分で、これは要す
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るに駅から船の船着場のほうに行く整備のこ

ともたしか一緒に入っていたというような形

だと思うんですけれども、何か雨のときにそ

のことを想定して、港のほうからバス停のと

ころまではカーポートといいますか屋根みた

いな形でやっていくと。だけれども、ちょっ

とバス停にこだわるから駅の正面からちょっ

と離れたところのほうから屋根をつけていく

と。結局、道路はまだ開口部だからそのまま

道路には何もないと。駅から降りる、雨のと

きを想定して、その後誘導するのは屋根をつ

けているという事業だというふうに聞いてお

ったと思うんですけれども、Ａ列車なんか今

ばんばん宣伝しながら天草に行こうという部

分なんですけれども、道路の部分が何かこう

連絡通路として、例えばいわゆる高いところ

の部分で、いわゆる歩道橋みたいな形で屋根

がつくみたいな形のような構想なんちゅうの

は、これは無理なのかなと。雨が降るのを想

定してずうっと屋根をつけるのに、道路の部

分は結果的に開口部だから、駅から降りてそ

の部分は絶対ぬれると。そこから先屋根があ

ったってぬれるところは完全に、そこはどう

しようもないというふうに、仕方ないと見る

のか、ちょっとそこを工夫するような経緯が

あったのかないのか、その辺のことはどうい

うふうにちょっと考えとるか。結構、予算が

大きいんですよ。そしてこの辺を大きく、港

をもっと大きく売り込もうという事業なんで

すよね。だから、その辺の流れをどういうふ

うにちょっと考えておられるのか。駅からい

わゆる港側に行く駐車場が本当は前真っすぐ

行くと一番近いんだけれども、右に曲がり込

まないかぬというような形の分にあって、距

離も遠くなるような形の誘導帯になっておる

んですね。この辺の考えた部分とか、どうい

う結果でそうなったかというふうなことを。 

 

○松永港湾課長 港湾課です。今、城下委員

おっしゃいました三角の東港の整備の考え方

ですけれども、先般記者発表をした案という

のは、まだたたき台ということで、現に今、

地元の方々を含めてワークショップを開催し

て、もう３回ぐらい開催しましたけれども、

いろんな意見を聞きながら、いわゆる成案を

今からつくっていくという段階です。 

 その中で、いわゆるシェルター、ＪＲ三角

駅から乗船場まで向かうシェルター、屋根な

んですけれども、これについてはやっぱり必

要性はあるということで、今広場の中には一

応予定しています。 

 問題は、今御指摘になりました国道57号の

ところを横断するところですけれども、実は

ちょっと今図面がないんですけれども、御承

知かと思うんですけれども、今横断歩道が駅

を降りて右側のほうにちょこっとあるんです

けれども、そこは信号はございません。かつ

乗船場というのは左側のほうにあって、ちょ

っと導線が非常に複雑で見にくいというこ

と。それと交通安全上も、信号がないという

ことで安全に横断できないという課題があっ

たということで、これについても県警とも協

議をやっていまして、最終的にはやっぱり交

差点を集約して信号を設置して安全を確保し

ようという方向で今なってます。 

 それで駅からいわゆる広場に至るところの

屋根については、ワークショップの中でもい

ろんな意見が出ています。そういうような委

員御指摘のようにぬれないようにならないか

という御指摘がございました。ただ、やっぱ

り国道上に屋根をつけたら、いろんなまた制

約があるもんですから、それも含めていろい

ろ検討していくことになるかと思うんですけ

れども、一般的にはやっぱり国道の上に屋根

をつけるのは厳しいのかなと。となってくる

と、従来やっていた立体横断施設という形で

横断歩道橋となるんですけれども、この点ま

たＵＤの観点もあるというようなことで、い

ろんな一長一短があるもんですから、今から

そのあたりは地元宇城市とか地元の方々の意
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見を聞きながら詰めていくことになります。 

 

○城下広作委員 せっかくＪＲのＡ列車とい

う形、また天草の観光もやろうと、また三角

の港自体も、いわゆるある意味ではその空間

を非常に生かしていこうという大きな部分が

あるし、もともとあそこは世界遺産とか何と

かいろんなことで港の石積みなんかも売り出

そうという部分で非常に大事なスポットだと

思うんですね。そのときに、いわゆるＪＲと

の船との連結、そのための部分としてどうい

うのがあるかという、いろんな年齢層も考え

ながら、ＵＤの話もありましたし、また雨で

も便利で使いやすいようにするとか、いろい

ろこれはある意味では工夫をする余地がある

なということで、ぜひそういうことも視野に

またいろんな意見を考えて取り組んでいただ

きたいと思いますので、要望したいと思いま

す。 

 

○内野幸喜委員長 よろしいですか、回答

は。はい。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 

○堤泰宏委員 11ページ、また平井課長で。

ちょっとお尋ねですが、この県有施設のエレ

ベーター設備の改修費ですね、１億1,000万

ですか、これは。ちょっと説明してくださ

い。 

 

○平井住宅課長 今回補正でお願いしており

ますエレベーターの補修費は、2,300万とい

う額でございます。 

 

○堤泰宏委員 ああ、そうか。これは８億1,

900万というのは何ですか。 

 

○平井住宅課長 これはストック改善、ほか

の外壁改修とか防水改修全て含めました全体

の予算が…… 

 

○堤泰宏委員 エレベーターは2,300万です

ね。これは何基ぐらいすっとですか。 

 

○平井住宅課長 これにつきましては１基。

市営住宅の新東町団地という団地に10階建て

の団地がございますが、そこのエレベーター

を１基改修することにしております。 

 

○堤泰宏委員 交換。 

 

○平井住宅課長 これは安全対策工事でござ

いますけれども、古いものにつきましては部

品の交換では改修ができませんので…… 

 

○堤泰宏委員 だけん端的に言うてはいよ。 

 

○平井住宅課長 一応エレベーターは取りか

えるということでしております。 

 

○堤泰宏委員 2,300万でですね。 

 

○平井住宅課長 はい。 

 

○堤泰宏委員 そうすると、住宅課で管理し

とるエレベーターというのは幾つぐらいある

とですか。 

 

○平井住宅課長 現在、全部で32基設置して

おります。 

 

○堤泰宏委員 全部で32基。 

 

○平井住宅課長 はい。 

 

○堤泰宏委員 22基かな。そうすると、大体

住宅の棟数というと幾つぐらいあるとです

か。 

 

○平井住宅課長 現在365棟だったと思いま
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す。 

 

○堤泰宏委員 365棟。 

 

○平井住宅課長 ちょっと正確ではございま

せん。 

 

○堤泰宏委員 大体でいい。そうすると、そ

の中でエレベーターがあるのが大体30棟前後

ということですかね。 

 

○平井住宅課長 そういうことになります。 

 

○堤泰宏委員 そういうことになっですもん

な。そんなら、おおむねエレベーターがつい

てないとが多いわけですたい。すると最近建

てたやつがエレベーターがついておるという

ふうに考えてよかわけですかな。 

 

○平井住宅課長 以前は、５階建てまではエ

レベーターの設置義務はございませんでした

ので、それにはついておりませんが、公営住

宅法の改正によりまして、エレベーターの設

置は３階以上はつけることになりましたの

で、新しいものについてはエレベーターは、

３階以上のものですから、ほとんどつけてお

ります。 

 

○堤泰宏委員 何かやっぱ、月々にこれは営

繕課になっとかしらぬばってん、ちょっと住

宅を越えて県が管理しておるエレベーターの

毎年でもよかですけれども、管理費は幾らぐ

らいかかっておるかわかるですか。 

 

○平井住宅課長 これは一般ほかの県営施設

も大体同じだと思いますが、県営住宅の場合

ですと32基ございまして、保守点検費で年間

1,440万ほどかかっております。１基当たり

にしますと、大体１基当たり45万が毎年の保

守点検費ということになっております。 

 

○田邉営繕課長 営繕課につきましては、直

接保守点検というのは行っておりませんで、

データは営繕課として持ち合わせておりませ

んけれども、現在ＦＭの関係、ファシリティ

ーマネジメントの関係で管財課と連携をとっ

ておりまして、管財課からいただいた資料に

よりますと、平均やはり50万円程度が保守点

検費と。（「毎月」と呼ぶ者あり）毎年でござ

います。（「毎年じゃなかろう」と呼ぶ者あ

り）毎年が50万円です。 

 

○堤泰宏委員 １基当たりがですね。１基は

そんくらいだろうな。すると全部でどんくら

いかかっとですか。 

 

○田邉営繕課長 申しわけありません。全体

の数字では把握できておりません。これは管

財課からいただいている資料につきまして

も、管財課が所管している部分だけでござい

まして、そのほかの部分で入ってないものも

ありますので…… 

 

○堤泰宏委員 管財課に聞かなわからぬわけ

ですね。 

 

○田邉営繕課長 そうです、大変申しわけあ

りません。 

 

○堤泰宏委員 それで何を言いたいかという

と、エレベーターというのは非常にお金を食

うとですね。１基かえるのに、ちょっと私は

勘違いして、これは幾つもエレベーターのメ

ンテナンスとか何か全部の予算と思って８億

かなと思ったですけれども、１基で2,300万

ですよね、これは更新ですね。耐用年数が大

体15年か20年ぐらいですかな。 

 

○平井住宅課長 財務省令によりますと、一

応17年が耐用年数ということでされておりま
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すね。 

 

○堤泰宏委員 17年、まだ、そんくらいだろ

うな。割算すると、もうえらい高いもんにな

るですな。そうすると県営住宅の家賃から計

算すると、エレベーターの割合というのが非

常に高くなると思うんですね。やっぱり３階

までぐらいに今からつくっときばしなはった

ほうがようなかですかな。 

 もう一丁よかですか。 

 それから、新規を今から建てかえていけば

３階以上はエレベーターが必要と聞いていま

すが、この前もちょっとお尋ねしたりしたで

すね、今、住宅というのは３割は空き家です

もんね。３割空き家ですよ。ちゅうこつは、

もう住宅は要らぬちゅうことですもんな。余

り県営住宅の重みがあるかどうかということ

も、根本的に検討する時期に来ておるような

気がすっですね。そして県営住宅に入って、

今度は家賃は払わぬ、追い出すときには弁護

士使うて費用はかかる。非常に私は、そこ辺

はもう検討時期に来とるような気がすっです

ね。 

 それから、この前ちょっとお聞きしたんで

すが、何か県の住宅供給公社の構成が変わる

とですかね。ちょっとお尋ねします。 

 

○平井住宅課長 住宅供給公社の件でよろし

ゅうございますか。 

 

○堤泰宏委員 ええ、将来とかどぎゃん。 

 

○平井住宅課長 今回、本会議に質問をいた

だいておりますが、今、主に４つの事業を行

っておりますが、分譲事業それから公社がみ

ずから持っております賃貸住宅、土地の管理

事業、それから県営住宅あるいは再生機構の

賃貸事業、受託管理事業それから住宅展示場

の事業を行っておりますが、そのうち土地の

分譲事業につきましては、現在、光の森ほか

５団地の分譲を行っておりますが、これにつ

きましては今売り出しているものが全て売れ

れば、そこで分譲事業は終わることになって

おります。今決まっておりますのはそれだけ

でございまして、そういったことも含めまし

て、今後住宅供給公社の業務をどんなにやっ

ていくかというのは、これから検討していく

時期だというふうに思っております。 

 

○堤泰宏委員 やっぱり全体のですよ、私た

ちは国会議員じゃないけん日本全体があれだ

けれども、県全体のもう少子化で住宅の着工

件数も減っとるし、それから３割も住居が余

っちょるという中で、今後、住宅事業をどう

するかとかをやっぱり検討されたほうがいい

と思うんですね。 

 それでエレベーターのことをちょっと聞い

たのは、余り幅広う聞いてもぼやけるもんで

すから、ちょっとエレベーターにきょうは絞

ってお尋ねして、いかに住宅事業というとは

金がかかるかというとをお尋ねしたかったん

ですね。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員長 ほか質疑。はい、松岡委

員。 

 

○松岡徹委員 かなりありますが……。 

 

○内野幸喜委員長 この関係ですね。 

 

○松岡徹委員 はい。まず４ページの瀬目ト

ンネルのところですね。これは私は８年前だ

ったかな、瀬目トンネルの問題を取り上げ、

その当時の建設常任委員会で聞いたことがあ

るんですけれど、もともとは国がしよったん

ですけれどね、地質のコンサルタントがあそ

こは適しないというのが最初あるコンサル

が。その後また別のコンサルで適しますとい

うような形になったということも、ちょっと
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いろいろその当時議論になったんだけれど

も、実際あすこ開通したらひび割れがずうっ

と出てきた。僕も２回ばかり、その当時現地

調査に行ったんですけれども、当初はひび割

れしたところは、ひび割れが発見された日時

を書いてあったんだ。後では、ちょっとそれ

を消してね、そういうようなことも当時問題

にしたことがあったんだけれども。その当時

は、大丈夫大丈夫というようなことだったん

ですが、だんだんだんだん私もしょっちゅう

五木のほうには行くもんだから、だんだんだ

んだんやっぱり川側からのひびだけじゃなく

て、いわゆる山手のほうからも含めて。この

前の新聞報道によると、県の費用だけで２億

8,000万かな。今度、新たに２億2,000万とい

うことで、一体これを何に今度使うのかです

ね。 

 

○増田道路保全課長 今回補正をお願いして

いる内訳ですけれども、調査費とそれから工

事費ということでお願いしております。 

 それで工事費の関係ですけれども、支保工

ということで補強工事をやっております。こ

れはもう平成13年からずっとやっております

けれども、これを継続してやると。 

 それから原因が地すべりということなもん

ですから、緩慢な地すべりということで整理

はされておりますけれども、これの抑止とし

て水抜きのボーリング等をやっておりますけ

れども、これも続けてやりたいと。 

 それと、あとは安全対策で信号機とか情報

板あたりも設置をしたいと思っております。 

 それと調査費の関係なんですけれども、こ

れにつきましては地すべりの全体の把握をし

たいということで、ボーリング費用等を計上

していると。あと観測あたりもモニタリング

ですね、地盤の変位それからトンネルの変状

あたりもまだあっておりますので、それあた

りの計器類あたりの設置と、ちょうど、当初

国のほうで設置されたやつがもう10年以上な

るもんですから、更新の時期になっていると

いうことで、それらの費用ということで今回

お願いをしております。 

 

○松岡徹委員 瀬目トンネルは今課長からあ

ったけれど、結局はだんだんだんだんね、僕

の印象では状況は悪化しているような感じが

するんですよね。今、県挙げて五木の再生に

取り組んでいますし、非常に大事な課題で

ね。ところが、あすこ今のルートでいくと、

瀬目トンネルを行かないと五木にいわば最短

では行けないというかね。しかし、非常に何

か、いつ行っても不安な感じがするわけです

よ。もし、あそこで事故でもあったら大変だ

から、やっぱ抜本的に調査をして、いわゆる

都合が悪いから安全、安全と言ってだんだん

悪くなっていくというんじゃなくて、本当に

どうなのかと。 

 それから、もし予期せぬ何か事態になる前

に、やっぱり通報がちゃんとチェックできる

ちゅう体制とかね。どうしても、やっぱりあ

れならば、いわば右岸のほうに回って行くル

ートも、あそこはないことはないんですね。

ですから、この瀬目トンネルの問題は、いわ

ば安全だ安全だといって不測の事態にならな

いような抜本的な対応を強く求めて、これ以

上悪くならないようにきちっとしてほしいと

いうことですね。 

 委員長、続けてよかですか。 

 

○内野幸喜委員長 いいですかもう答弁は。 

 

○松岡徹委員 答弁は、いいです。 

 繰越関係で、河川課関係で２つほど。１つ

は、この前一般質問でも言ったんですけれ

ど、課長これですね。石原地区の13センチ問

題ですね。河川管理施設構造令ですね、これ

では大体2,000トン前後の場合は、いわば余

裕高はどれだけというふうに示されてます

か。 
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○持田河川課長 2,000トンのときは、ちょ

っと間違っていれば済みませんが、記憶では

1.2メートルだったと思います。 

 

○松岡徹委員 ここに構造令のそのものと説

明の文書や図解したものもありますけれど、

課長がおっしゃっている1.2メートルなんで

すよ。この河川構造令では、その堤防の高さ

を規定した20条でそういうことになっている

わけですけれども、そうすると、こん前本会

議でも言ったように、13センチというのは洪

水のときの13センチで本当に安全と言えるの

かという現実の問題がありますけれども、同

時に、この構造令との関係でも、あそこの場

合もっと言えば2,500トンから2,000トン未満

の場合では１メートルになっているわけね。

2,000トン以上が1.2メートルということから

しても、その13センチということが本当に適

切なのかと。このままで押し通していくつも

りなのか、ちょっと伺いたいんですけれど。 

 

○内野幸喜委員長 松岡委員、その資料をも

しよければ、各議員持っていないもんですか

ら、それも、より手元にあったほうが委員の

質問等もわかりやすくなるかと思いますの

で。 

 

○松岡徹委員 コピーさする…… 

 

○内野幸喜委員長 はい。 

 

○持田河川課長 よろしいですか。 

 松岡委員から今御質問のあった、2,000ト

ンに対して13センチの余裕ということです

ね。一応、県管理区間の小磧橋から未来大橋

まで、熊本市間について今激特事業で取り組

んでいるんですけれども、激特事業も河川整

備計画、これに基づいてやることになりま

す。ですので、それでいくと熊本市間の河川

整備計画の目標は2,000トンではなくて実は

1,500トンになります。ですから1,500トンに

対して掘り込み河道の場合の余裕高は60セン

チということになりますので、４月の常任委

員会でもお答えさせていただいたとおり、1,

500トンで60センチの余裕を取っています

と。 

御指摘の箇所も1,500トンでいくと60以上

の余裕がございまして、なおかつ今回の流量

が代継橋地点で昨年の洪水ですね、河川整備

計画メニューの全てが完成をすると2,000ト

ン以下になるという洪水の検証結果を国が出

しておりますので、一応2,000トンの洪水に

対しても地盤高はあふれないというチェック

をやっておりまして、その結果が13センチで

すという御説明を地元のほうにも差し上げて

いるところですので、そういう考え方で一応

改修のほうは進めております。 

 

○松岡徹委員 肝心な資料が今ここにないか

らあれですけれども、いわばハイウォーター

があるですたいね、それを1,500かあるか

な。あれはね、だから余裕高というのは、そ

の図面を今コピーしに行っているから後で見

ていただくといいけれども、ハイウォーター

があって、そして天端まで余裕高というよう

になっているんですよ。だから、いわば当然

その13センチでは足らないわけでしょう。い

わば県の説明では、実際の地盤高と、いわば

その計画をした場合の水位との差が13センチ

となっているわけだから、どう考えてもそれ

は理屈に合わないんじゃないですか。実際13

センチしかないわけだから、地盤高と県の計

画の水位の差が。 

 

○持田河川課長 たしか2,000トンの場合

は、地盤高からの差が13センチということで

地元のほうにお伝えをしておりますけれど

も、激特がちょっと補足で説明をいたします

と、河川整備計画に基づいてやるということ
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ですので、1,500トンを余裕を取って安全に

流す。それと、昨年と同じ規模の洪水が来た

ときも家屋浸水を起こさないということを目

的にやりますので、そういった意味合いで1,

500トンを余裕高を取って安全に流すという

目的とともに、2,000トンが流れたときに地

盤高を上回らないというチェックをあわせて

行っておりますので、それを地元の方々に御

説明をいたしたということになります。 

 

○松岡徹委員 ただ、去年の7.12、あそこは

何トンだったんですか。 

 

○持田河川課長 代継橋では2,300トンの流

量が発生をしたということを聞いております

ので、残流域等がそうないですから、同じよ

うな流量が流れているというふうに…… 

    （資料配付） 

○松岡徹委員 そうでしょう。大体あそこは

2,300トン流れて、実際その現在の堤防から

すると、いわば３メートルぐらい上回ったん

ですよね。それで、いろいろやりますという

ことで出されたのが、いわば堤防高と水位が

13センチだから、いわば家屋の安全とか何と

かあなたは言うたけれども、13センチで安全

が保たれるわけないでしょう。だから僕は本

会議でも言ったように、その数字のいわば何

というか、空論的なやり方じゃなくて実際上

いわば地盤髙と13センチしかないままで、い

わば大丈夫ということで押し通すのは、それ

は、それで住民に安心しなさいなんて言って

誰が安心できますか。あなたは、そんならそ

こに住んでごらん。13センチで安心と言えま

すか。13センチとは、このくらいじゃないで

すか。あの7.12のときのあの洪水のときに13

センチぐらいの差で、安心してそこに寝てお

られますか。誰が考えてもおかしいじゃない

ですか。 

 

○持田河川課長 確かに2,000トンでは13セ

ンチというのは、計算結果で出ております

が、河川改修について段階的に一応進めてい

くということで、今、河川整備計画というも

のが白川では平成14年に国と県で一緒になっ

てつくっております。そのときの目標流量が

熊本市域では1,500トンですから、それに基

づいてまずは1,500トンは安全に流しましょ

うと。その上で河川整備計画のメニューが全

部完成をいたしますと、昨年の洪水は1,900

トン、代継で1,900トンですけれどもという

結果を国のほうが出しておりますので、それ

に対しては家屋浸水を防ぐ、要は地盤高以下

に水位をおさめるという考えで計算結果をし

たのがこういう結果なんですけれども、今の

一応の考え方は、激特事業も河川整備計画に

沿って、熊本市間の県管理区間ですね、これ

はまずは1,500トンの流量を安全に流すん

だ、その上で地盤高以下に洪水を抑えるんだ

ということで、チェックをかけて今の激特の

法線を決定をして工事を進めておりますの

で、そういったことを今後とも丁寧に地元の

ほうには御説明をしていきたいというふうに

考えています。 

 

○松岡徹委員 去年のああいう7.12の水害が

あって、今激特で河川改修に取り組んでいま

すたいね。そのときの基準は何ですか。 

 

○持田河川課長 河川整備計画に沿って、1,

500トンの流量を安全に流すということと、

それから家屋浸水を起こさない、つまり地盤

高以下に水位を抑えると。 

 

○松岡徹委員 要するに、その２番目のとこ

ろね。要するに去年のような洪水になって

も、やっぱり家屋被害を防ぐというのが基準

じゃないですか。だから言っているんです

よ。家屋被害をなくすというのが基準である

のに、実際は13センチしか地盤高と水位の差

がないというのが将来の課題にしていいのか
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と。去年の規模に対応できるということで、

今進めているわけでしょう。そこのところを

言っているわけですよ。そんなことでいけ

ば、いわば国家賠償法なんかの法律を読んで

みると、故意または過失によって云々とある

たいね。そういうことで行政がやって、もし

いわば水害に遭ったらどうなりますか。だか

ら、私はそんなふうに、ああ言えばこう言う

というか、1,900トンだ1,500トンだという数

字のことじゃなくて、去年のような大水が出

ても被害に遭わないようにするというのが行

政の責任で、それであなたたちも一生懸命や

っているわけでしょう、ほかのところでも。

そういう立場で見たときに、ここはどうかな

ということについては、それは改めていくと

いうことが必要だと思うんですけれど、そう

じゃないですか。 

 

○持田河川課長 委員の御指摘のおっしゃる

趣旨というのは、河川管理者の立場として

は、言われんとすることはわかります。 

 ただ、今回の激特がやはり河川整備計画、

法定計画ですけれども、これに基づいてやっ

て、まずは1,500トン安全に流しましょう、

その上で昨年と同じ洪水が来たときに、地盤

高以下に水位を下げましょうということを目

的にやっておりますので、まずは５カ年間は

この事業を迅速に進めて、国から認めていた

だいたお金と時間の範囲の中でこの事業を完

成していくというのが河川管理者の務めであ

るとそういうふうに考えています。 

 

○松岡徹委員 だから、そこのところが本当

に、いわば住民を軽視しているちゅうか、被

害に遭うことが当然予測されるのに、５年は

我慢してくださいということでしょう、あな

たが今言っているのは。いわば13センチしか

ないけれども、５年間は我慢してください、

今この河川整備計画はこれでやっていますか

らということですよね。それは、例えば小磧

橋から下の国の直轄区間だって、いわば地盤

高との関係でははるかに足らないから、いわ

ばかなり広い範囲でパラペットをつくったり

してやっているですよ。だから、いろいろな

手はあるだろうと思うとですよ。そういうふ

うになぜ立たないのかというところが問題だ

と思いますね。同じ答弁なら、もう要りませ

んので次にいきたいと思いますけれども。同

じ答弁。 

 なら次に。 

 先日、清流球磨川を取り戻す会の方々が県

庁に見えられて、主に２つのことをちょっと

要請されたと思うんですけれども。 

 １つは、荒瀬ダム撤去に伴って支流のほう

も相当清流がよみがえってきているちゅうか

アユもとれるようになっていると。百済木川

の話があって、ずうっとこうここに写真があ

りますけれども、こんなふうに透明感が強ま

って、アユの投げ網もとっていると。 

 ところが、ここに以前、水車用の堰があっ

て、それはもう実際上、以前から壊れて、そ

れが表に出たのに、何か今度また改めて堰を

つくって、それでいわばそこの状態が泥化し

て非常にまずい状態になっているという点で

の改善を求められたと思います。これについ

てはどうするつもりかということが１つと。 

 あとダムの関係で瀬戸石ダムが来年３月31

日で水利権の更新を迎えますよね。河川法の

36条で国交省河川管理者は知事の意見を聞く

となっているわけですね。そうすると、知事

はただ自分の個人的な判断で意見を言うだけ

じゃなくて、当然、地元の住民とか地元自治

体とかということの意見を聞くということに

なるんじゃないかなと。ここにいろいろダム

関係が出ていますので瀬戸石ダムについての

その辺についてはどう考えているか。この２

点。 

 

○持田河川課長 まず、１点目の百済木川の

件ですね。これは既存の水車用の堰というお
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話があったんですけれども、まず一義的に

は、堰のちょっと下流のほうに護岸がありま

して、実はその護岸が根が浮いて危ないとい

う報告が地元の八代市のほうからございまし

た。現地を調査すると確かに浮いている。原

因をちょっと調査研究をしたんですけれど

も、その堰というか床どめの効果もあるやつ

でして、それの左岸側がちょうどなくなって

いて、出水時にはその流水がちょうど左岸に

集まって、それで護岸の根が洗われて浮いて

いると。その護岸の上には公園とか県道があ

りますので、これは維持補修が必要だという

ことで、まず護岸の根継ぎ等の工事をやると

ともに、被災原因である流水が左岸に集まら

ないように、そういった床どめの機能のある

昔の堰ですけれども、それを補修をしたとい

うそういう経緯でこの工事をやっておりま

す。 

 続けて２点目なんですけれども、瀬戸石ダ

ムについては、来年の３月水利権の更新時期

を迎えまして、特定水利ですから国が許可権

者で、知事に意見を聞かれるというのは委員

のおっしゃるとおりです。当然、知事も自分

の思いつきとかそういうことで意見を述べる

のではなく、総合行政の長ですから、いろん

な観点から検討して当然意見を述べるという

ことになると思いますが、現時点でその電源

開発のほうの申請内容、これはまだ申請は行

われておりませんのでわからないという話。

それから、それを受けて国のほうは、いろん

な条件を必要があればつけて、河川の状況に

悪影響を及ぼさないようにですね。それで、

必要があればそういう条件をつけて許可をす

るということになりますけれども、そういっ

た内容が現時点ではまだわかりませんので、

現時点で、さあ知事に意見を聞かれたときに

どうするのかということは、申しわけないで

すが現時点ではちょっとお答えができないと

いうことですね。 

 

○松岡徹委員 瀬戸石関係では当然その段階

になったら、地元の声なんかは聞くというふ

うに理解していいですね。 

 

○持田河川課長 いろんな状況があると思う

んですけれども、まずその河川法の規定です

ね、これでいきますと、まず23条というのが

あって、流水の占用の許可、このときにまず

申請者、この場合は電源開発ですけれども、

水利使用による影響とその対策について規定

した申請書を提出しなければならない。国は

それらを検討して適切に判断した上で許可を

出すということがこの23条の趣旨です。 

 もう一つ、36条の知事への意見照会の際、

これ実は知事が意見を返すときに、関係の首

長さんですとか住民の方々の意見を聞くとい

う手続は、この河川法の条文の中にはありま

せんので、こういったことも総合的に勘案し

ながら、そのときに考えていくことではない

かそういうふうに考えています。 

 

○松岡徹委員 さっき、あなたもそれなりの

ことを言われたから、今はちょっとぼかした

けれども、当然聞くということになると思う

んですけれどもね。知事が個人的に見解を述

べるということだけでないことは、はっきり

していますよね。現に八代の福島市長なんか

も、その機会が来たら、いわば意見を言いた

いし聞いてほしいというようなことも言って

おられるし、これはどうですか。 

 

○持田河川課長 私が答えた趣旨は、現段階

では電源開発の申請内容、それから国の判断

これがまだわかりませんので、わからないと

いう趣旨を申し上げました。あわせて、やは

り河川法の中では流水の占用の許可を与える

ときに国は適切に判断するでしょうし、そう

いうふうに決まっていますので。あと36条の

知事の意見照会の際、このときは関係首長、

地域住民の方の意見を聞く手続がございませ
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んので、こういったことも勘案しながら考え

ていくことだというふうに考えているという

ことです。 

 

○松岡徹委員 当然、よそでは島根県なんか

では何か検討会みたいなのをつくってやって

いるところもあるようだし、当然、丁寧に聞

いて意見を上げるようにすべきだと思います

けれども、百済木川の件ですね、いわば護岸

の強化というのが地元から出たのは僕も知っ

ているんですけれどね。それと、いわゆるせ

っかく川がよみがえってきたのが、いわば泥

化するというようなあり方が、いわば災害対

策と清流を取り戻すという点で、極めて県の

やり方は稚拙というか適切でないんじゃない

かということですね。もっと地元の声も聞い

てやるべきじゃなかったかというようなこと

を、この前言っておられたと思うんですけれ

どね。ですから、これは私とあなたとやって

結論が出るもんではないから、よく地元の声

もさらに聞いてですね、改善すべきところは

改善するようにしていただきたいなと思いま

すけれどもいかがですか。 

 

○持田河川課長 工事の段階でも地元の漁協

の方の意見をお聞きしたり、着手した後もそ

の施工の業者を通じてですけれども、地元の

方に説明して意見を聞いたりしてやっており

ますので、今後ともここに限らず工事のとき

には地元の意見に耳を傾けながら適切に対処

していきたいとそういうふうに考えていま

す。 

 

○松岡徹委員 36ページの砂防関係ですね。

ここで繰り越しがかなり出ておりますけれど

も、どうもちょっと、僕はこれは本当かなと

思って確認したい点が、新聞報道で九州北部

豪雨があってやがて１年と。それで復旧工事

が福岡や大分に比べて熊本がおくれていると

いうような報道がなされているわけですね。

５月末時点で土砂崩れ跡を復旧する治山工事

が完成したのは、県内75カ所のうち６カ所だ

けと。県が発注する道路や河川砂防の復旧工

事でも635件中224件で35％と。福岡の場合は

470件中200件で43％、大分は847件中477件58

％と熊本より進んでいるということなので、

これはこの報道はどう見たらいいのかなとい

うのが１つと。 

 それから、これは６月14日付の地元紙の報

道で「進まぬ警戒区域指定」ということで、

砂防課の県内の渓流を中心にして１万3,490

カ所の土砂災害危険箇所のうち42％の5,608

カ所で、全国平均は59％だという報道がある

わけですね。私は、県の皆さんは相当頑張っ

て県挙げてやってきたというふうに思ってい

るし、そうだろうと思いますので、ここのと

ころはただこの記事を見過ごすわけにもいか

ぬもんだから、どういうふうに捉えたらいい

のか、砂防課のほうかな、伺いたいと思いま

す。 

 

○古澤砂防課長 ２点ほど御質問がございま

したが、第１点目のほうの昨年の災害を受け

ての緊急砂防事業でございます。御承知のと

おり大災害を受けまして調査、測量から着手

しておりますけれども、やはり国との協議の

中で設計――どういうダムの規模等をつくる

かという協議と、それから、ある程度計画が

固まりました後、地元への説明会等を行いま

す。その後の用地取得に非常に手間取ってお

ります。というのは、山間部でございますの

で、御承知かと思いますけれども、ある程

度、土地の境界がよくわからないところと

か、あるいはそこに相続が発生しているだと

か、そういったことに非常に時間をとられて

おります。 

 先ほど部長の総括説明の中にもございまし

たけれども、今７カ所のほうは、いわゆるそ

ういうことが終わりまして入札手続を進めて

いるところでございます。 
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 残りの５カ所でございますけれども、用地

取得に非常に手間取っておりますけれども、

粛々と全力を挙げて用地取得を頑張って着手

していきたいというふうに考えております。 

 ２点目の６月14日の新聞で土砂災害警戒区

域の指定がなかなか進まないじゃないかとい

うことの御指摘がございました。熊本県のほ

うも平成17年から土砂災害警戒区域の指定を

始めております。その当時から予算的なこと

がございました。かつ調査して、地元説明会

あるいは地域の首長様の御意見を聞くといっ

た手続に、どうしても１年半から長くて２年

ぐらいかかっているという状況がございまし

た。いわゆるお金が非常に不足していたとい

うことでございます。かつ熊本県の場合１万

3,409カ所という危険箇所がございます。こ

れも全国的に見ますと16位ぐらいのちょっと

上のほうにあるかと思いますけれども、そう

いった危険箇所の多さ、それから予算、人的

配置が非常に不足していたという点があった

と思います。 

 それを鑑みて、平成23年度から予算を県当

局の財政のほうで認めていただきまして、増

額しております。かつ人員不足につきまして

は、嘱託職員さんを各振興局に配置させてい

ただきまして、そういった事務作業の補助的

な作業を手伝っていただくという形で進めて

おります。現在5,600カ所ですかね、熊本県

３月末の段階でしておりますけれども、これ

を毎年2,000カ所以上を指定を進めていきた

いということで、平成28年度までには土砂災

害の危険箇所について調査を終え、土砂の警

戒区域の指定を終わらせたいという考え方で

取り組んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○松岡徹委員 もちろん僕も砂防課はもちろ

んだけれども土木部挙げて、それで県挙げて

取り組んでこられたし、そう思っているんで

すよ。 

 そっで確認したかったのはこれはこのとお

りかと。今、課長のお話で指定のほうはこれ

は大体同じ数字ですね。3,490カ所のうち2,0

39カ所というのはね。もう一つのほうの熊

本、福岡、大分と出ていますでしょう、こっ

ちはどうなんですか。いわゆる熊本県は５月

末時点で土砂崩れ跡を復旧する治山工事が完

成したのは県内75カ所のうち６カ所と。砂防

の復旧工事で635件中224件というのは、これ

はこれを確認したかったんですよ。どうなん

ですか。 

 

○古澤砂防課長 熊本県の着工箇所というこ

とでしょうか。 

 

○松岡徹委員 これは日経かな。もう１回読

みますと、復旧工事は被害が大きかった熊本

県で特におくれが目立つと書いてあるんです

よ。私は熊本は相当頑張っていると思ってい

るもんだから気になるわけですよ。５月末時

点で土砂崩れ跡を復旧する治山工事が完成し

たのは、県内75カ所のうち６カ所だけと、県

が発注する道路や河川、砂防の復旧工事でも

635件中完成は224件で35％と。福岡は470件

中200件で43％、大分は847件中477件で56％

と出ているわけですよ。それで熊本がおくれ

が目立つというものだから本当かなというこ

れの確認をしたかったんですけれども。 

 

○成富監理課長 今の数字は、治山のほうは

ちょっと土木ではわからないので除かせてい

ただくと、今の数字は県河川、砂防、道路、

下水合わせた数字で635件になっています。 

 おっしゃるように、うちのほうから５月末

現在の完成は35.3％と出させていただいてい

ます。ただ、それ以外に着手済みもあります

んで、その中で本当に何もしてない未着手は

25.5％。他県と比べてやっぱり今回、熊本県

がかなり被害が大きかったんで、数値だけで

は必ずしもあらわせないものと思っています
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んで、単純におくれているということではな

くて、一生懸命取り組んでしているというこ

とは御理解いただきたいと思っています。 

 

○松岡徹委員 それはもう何回も言うように

一生懸命取り組んでいるということは、僕も

そう理解しているわけですよ。これはもちろ

ん砂防課だけでじゃなくて全体のあれやね。 

 

○成富監理課長 はい。 

 

○松岡徹委員 ということで、僕がおくれて

いるということを何か追及するとかそういう

視点じゃないんですよ。これをちょっと確認

をして、現状がそうならそれでさらに強めな

いかぬし、頑張っていただきたいなという趣

旨ですので。 

 あと…… 

 

○内野幸喜委員長 松岡委員、別の質問です

かね。では先にまた…… 

 

○松岡徹委員 それでもいいですよ。 

 

○佐藤雅司委員 そんなら私。まだいっぱい

あるとですか。 

 

○松岡徹委員 いや、あとあの…… 

 

○佐藤雅司委員 済みません。それなら私が

…… 

 災害の関係でございますが、この中にも予

算を組んでいただいて、そして一生懸命、今

の話じゃありませんけれども、本当に真摯に

取り組んでいただいているということであり

まして、阿蘇振興局も頑張っていることは私

のほうも承知しております。 

 いよいよ梅雨本番になってきました。やっ

ぱり6.26はきのうでございましたのでどうな

るのかなとちょっと心配しました。おかげで

小康状態になって、一つは山を越えたのかな

と、まだまだ７月12日まで１年までもうちょ

っとあります。恐らくどかんと来るんではな

いか、こういう心配をみんなしているわけで

すが、その中で２つですが、河川とか、例え

ば私が白川あたりを通ってくるんですけれど

も、やっぱり川が増水しますと、今、河川工

事をやっているんですね。着手してやってお

ります。大型の土のうを積んで、ずっとこう

川の流れをちょっと変えながら作業をしてい

るというのがちょっとよくわかります。 

 それから山のほうでも砂防事業をやられる

準備をされている、それから大型の土のうを

やっぱり山をおさめていくために積んでいら

っしゃるということですが、１点は、土のう

の、この山のほうの土のうがどれくらいに耐

えられるのかなという、あのいわゆる切り立

った斜面ですからもちろんかなりのところに

は耐えられると、もちろん完璧じゃないと、

100％じゃないと思うんですけれども、何か

表現するのに、どれくらいまでは耐えられる

んですよて、これを何ミリぐらいなら耐えら

れるんですよという話が技術的に皆さん方が

数字として押さえられているのかという点が

１点と。 

それから工事関係者が入っておりますの

で、そういう何といいますか、途中で雨が降

ってきたり、途中で山が少し動いたりすると

きのまたさらに増加分というのが出てくるん

ですね。その辺の金額といいますか、工事の

変更みたいな、やっぱり相当技術的にも、も

ちろん切り立った斜面でございますので注意

をしながらやっていることは事実だと思いま

すけれども、その辺をやっぱり業者とどのあ

たりで連携をとっていきながら金額の面をや

っていただいているのか、その辺をちょっと

聞きたいなと思って、その２点をちょっとお

尋ねいたします。 

 

○古澤砂防課長 ２点ほど。大型土のうの性
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能と申しますか、どこまで守れるかという話

ですが、今ちょっと資料を持ちませんけれど

も、今、土砂ですね、いわゆる土石流という

のにはまず無理だろうと。いわゆる土砂水、

雨が降りまして、梅雨の一般的な雨で土砂が

流れてきて水を広がらないように、一つはみ

ずみちをつくって既設の川なり水路に集め

て、ほかの集落に広がらないようにというこ

とで、一義的には設置させていただいており

ます。 

 それで、どれくらいの安心感があるかと言

われると、非常に私も安心感はそんなに与え

ていないかもしれませんけれども、言葉は失

礼でございますけれども、ないよりはあった

がいいかという部分に近いのかなと思ってお

ります。 

 ２点目の切り立った崖で今後どういう土砂

が再発するかわかりませんけれども、そうい

った場合にはいわゆる設計変更なりを行い、

追加工事等の計画等も考えながらやっていく

ということで、それは現場のほうの振興局の

担当及び請け負われました業者さんとの密接

な連絡ですね、それをとっていただきながら

やっていくということだと思います。あわせ

て、その近隣の方々へのいわゆる情報です

ね、作業中にどういう崩れがあったとかいう

のは、適宜御報告なり周知させていただきな

がら安全に工事を進めていきたいというふう

に考えております。 

 

○佐藤雅司委員 非常に心もとない答弁であ

りまして、ないよりあったほうがいいぐらい

の話ですが、まあそれくらいの強度しかない

んであろうという印象は持ってました。 

 したがいまして、やっぱり早期の完成とい

うのが望まれるところでありますので、今後

ともそういったところはしっかり――私もい

ろんな地権者の話だとか、なぜ進まないかみ

たいな話が今出ておりましたけれども、建設

産業はこれだけ縮んだ中でまた膨らませてい

くというのは簡単なことじゃないなというふ

うに思っておりまして、さまざまな要因が私

はあるんだろうというふうに思っております

が、その中でも一生懸命頑張ってもらえると

だろうというふうに思いますので、しっかり

とやっていただきますように要望しておきた

いと思います。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○松岡徹委員 39ページの住宅課関係です

ね。公営住宅の維持補修関係で、実はこの前

の常任委員会でもちょっと言ったんですけれ

ど、私はアートポリスというのは熊本の価値

を高めるといいますか、そういう意味ではい

いことだと思っているんですよ。 

 ただ、その一方でアートということが強調

され過ぎて、いろんな問題点が出た場合は、

それはそれとしてアートポリスをよりすばら

しいものに完全なものにするために是正しつ

つという視点が大事じゃないかなというふう

に前回申し上げたと思いますけれど、実は県

営保田窪第一団地から声があって現地の調査

もして、先日、会長さんを初め署名を添えて

住宅課のほうに来られたわけですけれど、保

田窪第一団地というのは皆さんも御承知のよ

うに、こういう熊本市の帯山校区にあるアー

トポリスの初期の建物なんですけれど、ここ

にはアートポリスの視察者なんかも来られる

らしいんだけれど、中が、例えばこの写真

は、要するにこの保田窪第一団地の１棟とい

うのは、部屋があってそして渡り廊下みたい

なのがあって、もう一丁部屋があって、その

渡り廊下のところに風呂場とか手洗いがあっ

て、そしてそこには何のサッシもないもんだ

から、冬はまさに寒気の中を風呂に行かない

かぬし、また出なきゃいかぬ。外からも見え

ると。雨が降るときはもう雨が降り込むので
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傘を差して自分の家の次の部屋に行かないか

ぬ。また靴下なんかも当然履いては渡れな

い。ひとつ間違えば床上浸水になるような危

険もあるというのがこの状態なんですよ。こ

ういうふうに中に庭があって、いわば渡り廊

下のところは何のサッシもない。いろいろあ

って、第１棟がこれだから、２棟、３棟は改

善されているらしいんですけれども、第１棟

の２階、３階もこういうふうに改善されてい

るというようなことを僕はもう現場を見てび

っくりして、自分がこういう住環境に置かれ

たらどうするんだろうと。これはアートポリ

スの街灯というか防犯灯というか、もうアー

トだからいわば蛍光灯みたいなのが上にある

んですね。だから下はもう真っ暗と、ひどい

ところは女性なんか歩かれないようなね。ほ

かにも細々いっぱいあるんですけれども、私

は、公営住宅法では健康で文化的ないわば住

居を提供するというふうになっているわけ

で、こういう点は本当に何といいますか、健

康で文化的というその言葉以前に普通にいわ

ば生活する上で、どう考えてもまともでない

という状況があるわけですよ。その点はやっ

ぱり何らかの形で改善を進めていくべきじゃ

ないかというふうに強く思うんですけれど

も、いかがでしょうか。 

 

○平井住宅課長 県営住宅、これは全般的で

ございますけれど、やはり老朽化が進んでお

りまして、少しずつ手を入れながら使ってい

ただいているわけですが、今おっしゃいまし

た要望を幾つかの団地のほうからもいただき

ました。その中でも、今委員のほうがおっし

ゃいました街灯とかあるいはスロープの手す

りとか、そういった防犯性に問題があるも

の、あるいは安全性に問題があるものにつき

ましては、できるだけ早く対応させていただ

きたいというふうに思っております。 

 それから今ちょっと写真でも御説明いただ

きましたが、中庭で壁がなくて雨が当たると

か、よく雨が当たるとかいうそういったとこ

ろに何かつくってほしいというような要望も

いただいております。 

 そういったことにつきましても、これはや

はり一つは当時の設計の考え方というのもあ

ったかと思いますし、また実際何かやるにし

ても、これは法的な問題等も出てまいりま

す。それからもちろん予算上のこともござい

ますんで、それらのことも含めて少し時間を

いただいて改善策については検討させていた

だきたいというふうに思っております。 

 

○松岡徹委員 だから、防犯とか安全という

点は課長おっしゃったようにできるだけ速や

かにやっていただくと。 

 それとやっぱりここの問題はどう考えても

委員長、尋常じゃないですよ。要するに自分

の県営住宅として借りて家賃を払っている、

その同じ空間で雨が降るときは傘を差して隣

に行かにゃんとか風呂に入ってもうすぐ寒風

の中にいわばさらされるとか、高齢者なんか

の命にかかわる問題だし、これはやっぱり検

討するとおっしゃったけれども、やっぱり改

善するという立場に立って検討しなければな

らぬと思うんですけれども、課長その辺はい

かがですか。 

 

○平井住宅課長 入居者の方々の生活の中で

のそういった不便さというのも確かにあろう

かと思っております。屋根はついております

ので、横風、横雨のときにはやっぱりぬれて

しまうとか、やはり少し上からのぞかれるよ

うなところがあるとか、そういった御要望も

ありますので、できるだけそういった安全に

お住まいいただけるような改善は検討してま

いりたいというふうに思っております。 

 

○内野幸喜委員長 済みません、私からちょ

っと聞いていいですか。 

 それは設計段階、それからでき上がってか
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ら入居者を募集する段階で、ある程度そうい

うものなんだということで募集をしているわ

けですかね。その辺。 

 

○平井住宅課長 もちろん最初もそうです

し、今、途中から入居される方もおいでにな

りますけれども、そういった方々は一応まず

団地を御案内して、これは保田窪第一に限ら

ずどこも一緒なんですけれども、こういった

部屋でございますということで一応御案内は

しております。 

 ただ、やっぱり入居者の方々から言われる

と、天気がよかったらわからないということ

でございますし、やっぱり雨の日１週間ほど

過ごしてみないとわからぬということ、やっ

ぱりおっしゃいますので、やっぱりその辺も

少し考えたいというふうに思っております。 

 

○松岡徹委員 だから、委員長が聞かれる趣

旨もわからぬじゃないけれどね、いざ入って

みて、雨が降ったら傘差してとか、去年みた

いな大雨のときはもう詰まって、床上になる

かと思うぐらいに水があふれてくるとかね。

昼、現場をいわば見て入居された人が真冬に

なったらいざ――夏はそれはいいけれども、

真冬に何も吹きさらしのところで風呂に入ら

ないかぬという現実にやっぱり入ってみてわ

かるという面があるんですよね。そこのとこ

ろをやっぱりしっかり考えてほしいと思いま

すね。もう答弁はよかです。 

 

○内野幸喜委員長 ほか質疑はありません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○内野幸喜委員長 ありませんか。なけれ

ば、これで質疑を終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第９号、第16号及び第17号につ

いて一括して採決したいと思いますが、御異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○内野幸喜委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外３件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○内野幸喜委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外３件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査に付することを議長に申し出ること

としてよろしいでしょうか。 

  （はい」と呼ぶ者あり） 

○内野幸喜委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から、報告の申し出が６件あってお

ります。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、関係課長から説明をお願いいた

します。成富監理課長。 

 

○成富監理課長 それでは、報告事項の１を

お願いします。発注標準の見直しについてで

ございます。 

 平成23年６月１日に施行の発注標準の見直

しの概要をまず御説明させていただきます。 

 見直しの目的は、その当時建設投資が縮小

する中で、今後とも技術と経営にすぐれ地域

に貢献する建設業者を確保するため市場環境

の整備を大目的としまして、発注標準の見直

しを行いました。 

 その下の２つ目の丸ですけれども、主要な

土木一式工事1,000万円以上は、十分な施工

体制を有する上位ランク業者、Ａ１、Ａ２に
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集中して発注するという概念で臨んでおりま

す。 

 一番下の表をごらんください。 

 土木工事ランク別業者数の推移ですけれど

も、平成17年土木一式業者は2,333社ありま

したけれども、現在、平成25年４月１日では

1,764社ということで、大体25％の減になっ

とる状況でございます。 

 ２ページをお願いします。 

 こういう平成23年６月の見直し後の状況で

ございますけれども、今般の見直しに当たっ

て、まず(1)本県の投資的予算の状況でござ

います。①本県投資的経費の推移でございま

すけれども、表を見ていただくとわかります

ように、平成22年度、23年はマイナス6.1％

の減、平成24年度は災害等の関係で12.9％の

増となっております。平成25年６月補正後で

ございますけれども、平成25年２月の緊急経

済対策を全額繰り越しておりますんで、ここ

に上乗せしておりますけれども、前年に比べ

1.5倍程度の2,100億円程度に投資的経費がな

る状況でございます。 

 ②の県発注工事の推移でございますけれど

も、県の投資額2,100億のうち実際工事請負

費として発注する分の額の推移でございま

す。平成22、23年度減っておりますけれど

も、24年度、先ほどと同じように災害分がご

ざいましたんで700億円程度に、平成25年度

はまだ正確には把握できませんので、過去３

年間の県の投資的経費のうちの県の発注工事

の割合でおおむね大体５割程度ですので、そ

の推計値として大体1,000億円程度の県発注

工事が発注されると推測しております。 

 ３ページをお願いします。 

 ここの部分には平成25年度の参考として、

県の執行可能額の内訳、公共工事が多い農林

水産部と土木部の状況を資料として出させて

いただいております。 

 農林水産部、土木部の平成25年度の執行可

能額は1,117億円程度でございます。うち工

事請負費は841億円で、大体75％程度でござ

います。工事請負費のうち土木一式工事は56

5億円程度で67.2％程度、のり面工事が38億

円程度で4.5％、舗装が102億円程度で12.2％

程度が今のところ計画している状況でござい

ます。 

 今後の発注でございますけれども、未契約

繰越分につきましては、今年度全てを発注す

ることとしております。平成25年度の当初分

につきましては約76％、６月補正分につきま

しては67％の発注を予定している状況でござ

います。 

 ４ページをお願いします。 

 こういう状況の中で、土木一式工事の発注

標準の見直しについて検討いたしておりま

す。 

 (1)でございますけれども、土木工事ラン

ク別の発注額のシェアの推移でございます。

表を見ていただくとわかりますように、平成

27年度は土木一式工事年間580億円程度ござ

いましたけれども、平成21年度におきまして

は490億円程度、平成22年度については460億

円程度、平成23年度発注標準の見直しのとき

におきましては330億円程度まで減っており

ました。平成24年度は400億円程度まで災害

関係がふえまして、平成25年度は先ほどから

申しましたように緊急経済対策分と災害分を

含めて大体500億円程度、平成21年度のレベ

ルまで戻っている状況になります。 

 一番下のランク別のシェアの表でございま

すけれども、平成23年度の発注標準の見直し

のときの基本的な仕組みとしましては、Ａ１

に41％程度、Ａ２に51％程度、大体Ａ１、Ａ

２で93％程度を発注するということで考えて

おりました。 

 それでは平成25年度現行の発注標準のまま

でいきますと、Ａ１が55％程度、Ａ２が42％

程度で、Ａ１とＡ２のシェアが逆転するよう

な形になる、またＡ１、Ａ２が97％というこ

とで、かなりの部分がＡ１、Ａ２に偏ってく
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るという状況になります。 

 ５ページをお願いします。 

 (2)ですけれども、土木工事ランク別の今

度は１者当たりの発注額の推移でございま

す。折れ線グラフを見ていただくとわかりま

すように、Ａ１が一番上の折れ線ですけれど

も、大体１者当たりの発注額が大体２億3,00

0万円程度でしたのが、今度は４億5,000万円

程度になる状況でございます。 

 一番下の表をお願いします。ランク別業者

１件当たりの発注額ですけれども、平成23年

度はＡ１が大体２億3,000万円程度、Ａ２が

6,000万円程度、Ｂ、Ｃという形になってお

ります。平成25年度は、現行の発注標準のま

までいきますと、Ａ１が４億5,000万円、Ａ

２が横ばいで大体7,000万円程度という状況

でございます。 

 ６ページをお願いします。 

 (3)今度は土木工事ランク別の１者当たり

の発注件数の推移でございます。折れ線グラ

フを見ていただくとわかりますように、Ａ１

が大体一番上の折れ線ですけれども、4.17程

度になります。 

 一番下の表でございますけれども、ランク

別業者１件当たりの発注件数ですけれども、

平成23年度はＡ１が２件、Ａ２が２件程度で

ございます。 

 平成25年度は、現行の発注標準のままでい

きますと、Ａ１が４件、Ａ２が横ばいの大体

２件程度ということでございます。 

 ７ページをお願いします。横向きで申しわ

けございませんけれども、(4)発注標準見直

しのシミュレーションということでございま

す。 

 平成23年度を見ていただくとわかりますよ

うに、Ａ１、Ａ２合わせて93％程度の発注規

模で、Ａ１が41.3％の137億円程度、Ａ２が1

70億円程度の51％でございました。 

 平成25年度は現行制度のままでございます

と、500億円程度の土木一式工事のうちＡ１

が270億円程度、Ａ２が210億円程度合わせて

大体97％程度で、Ａ１が54.6％、Ａ２が42.3

％程度になります。 

 こういう状況を踏まえて平成23年度のスキ

ームに近い形にするという目的で、一番右で

ございますけれども、発注標準の見直しとし

ましてはＡ２を5,000万円から7,000万円、Ｂ

を1,000万円から1,500万円に上げると、大体

Ａ１が43％、Ａ２が50％程度。額につきまし

ては、それぞれ210億円、240億円ということ

で、括弧書きに書いておりますけれども、平

成23年度から比べるとＡ１が1.57％、Ａ２が

1.45％で合わせて93％という平成23年度の発

注標準の見直しの近いスキームになるという

シミュレーションをいたしました。 

 ８ページをお願いします。 

 こういうシミュレーションのもと熊本広域

大水害からの早期復旧・復興、緊急経済対策

予算の円滑な執行を図る必要があること、さ

らに技術と経営にすぐれ地域に貢献する建設

業者を確保するための市場環境の整備を図る

として、平成23年６月の発注標準の仕組み、

考え方は堅持するというもとで、期間限定で

平成25年６月25日から平成26年４月30日まで

の10カ月間、Ａ２を5,000万円から7,000万

円、Ｂクラスを1,000万円から1,500万円の発

注標準の引き上げを行うこととさせていただ

きました。 

 ９ページをお願いします。 

 平成23年６月１日施行の発注標準見直しの

検証ということで、資料をつくらせていただ

いております。 

 まず、(1)倒産等の状況の推移でございま

すけれども、平成23年度の倒産件数が16件、

平成24年度が10件という状況でございます。

その時期に廃業の状況も37件、31件というふ

うに記しております。廃業のうちＡ２ランク

以下は、合併による廃業も多いという状況で

ございます。 

 (2)県工事の下請工事受注状況でございま
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すけれども、下請契約のうち県内業者の受注

状況でございます。件数、金額ともに平成24

年度88.2％、金額が83.1％と、22、23、24と

年々件数、金額とも県内業者の受注状況はふ

えている状況でございます。 

 (3)土木工事ランク別の企業合併等の状況

でございます。平成23年度が21件、平成24年

度が17件でございます。 

 (4)新分野進出の状況でございます。平成2

3年度につきましては、６件がございまし

た。基礎調査が２件、実証実験が４件でござ

います。 

 10ページをお願いします。 

 平成24年度は基礎調査で１件、実証実験が

７件でございます。このうち現在の状況を調

べましたところ、平成23年度の一番上の１件

の実証実験、土木Ｂランク業者の地下水を用

いた水の製造販売の検討というものにつきま

しては、現在もう断念をされておりますけれ

ども、それ以外の実証実験、基礎調査をした

事業所におきましては、現在、事業を継続し

ていただいているか、また拡大に向けて事業

を進捗していただいている状況でございま

す。 

 (5)10ページ目ですけれども、優良施工業

者の上位等級指名・落札の状況でございま

す。各地域振興局等管内の工事成績が高い上

位３者を当該年度において１回のみ１等級上

位に指名ということで、平成24年度の状況で

ございますけれども、Ｂランク業者のＡ２等

級工事への指名件数が31件、落札が９件でご

ざいました。 

 Ｃランク業者のＢランク工事への指名は、

件数としまして20件、落札は３件でございま

した。 

 以上でございます。（「委員長」と呼ぶ者あ

り） 

 

○内野幸喜委員長 平尾課長、ちょっと待っ

てください。まずこの報告、時間も時間なん

で、この報告事項１について質疑を受けたい

と思いますが、質疑はありますでしょうか。 

 

○佐藤雅司委員 やっぱり早期復旧を目指す

ということでの、これだけの災害復旧の経費

だと、あるいは緊急経済対策でしたと。やっ

ぱり執行を、私も質問でさせていただきまし

たけれども、執行をきちっとやらなきゃいか

ぬ、そのようなことだろうと思いますけれど

も。やっぱりここでまあ期間限定ですからあ

ると思いますがやっぱり災害の対応だとか、

特に阿蘇とか菊池方面であったんですけれど

も、阿蘇はやっぱり高地の冷涼な夏場はそう

したいいところにあるわけですけれども、冬

場になりますととてもじゃないですね。積雪

に凍結、いろんなことで、そして急峻な地形

もあって建設業も非常に厳しい状況にあると

いいますか、そうした行政と建設業の皆さん

方との連携というのが極めて大事になってく

る。例えば冬場の凍結あたりでは、もう朝２

時か３時ごろ起きて、国道を開けていくため

に塩まきあたりもちゃんとやっていく、ある

いは道路の積雪あたりもちゃんと決まってお

りまして開けている、こういうことは皆さん

方御存じだろうと思います。今度の災害につ

いても暗いうちからやっぱりいち早く現場に

駆けつけて、いわゆる土木事務所と一緒にな

って一生懸命やられておりました。いろんな

こっちもあっちもといういろんな要望があっ

て、かなりフル回転で頑張ってきたというこ

とです。 

 それから今回もお天気にも助けられたんで

すが、農地の復旧あたりも土木業者は非常に

頑張ってくれて、大体75の25と言われておっ

たものが90％近く、90％を恐らく超えたと思

いますけれども、やっぱり田んぼを植えなけ

ればならぬものですから一生懸命頑張ってく

れて、本当皆さんから感謝されておりますけ

れども、しかし、どうもやっぱり昨今の「コ

ンクリートから人へ」じゃありませんけれど
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も、土木に対するいわゆる国民、県民の目線

というのは非常に建設産業イコール悪みたい

なイメージを持たれておりますから、先般の

委員会の中でも話があったと思いますけれど

も、イメージをしっかり上げてくれというこ

とを言っております。 

 したがって、もちろんこういう大きな災

害、規模はあると思いますけれども、規模で

やっぱり決めていくと思いますけれども、で

きるだけ地元と密着した企業の育成というの

が私は必要だろうと思っています。 

 したがって、そういうものについてしっか

りと対応していただきたいというふうに思っ

ておりますんで、もう多分答弁はわかってお

りますのでもう聞きませんけれども、やっぱ

りそうした地域にやっぱり密着していく、地

域の産業に貢献していく、そういう建設業の

育成というものが急務だというふうに思って

おりますので、これはもう言わぬでもわかる

と思います。いろんなことで縮んできており

ますので、ぜひそのことをお願いしておきた

いと思っております。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員長 ほか質疑はありません

か。 

 

○中村博生委員 発注標準の見直しですけれ

ども、広域災害の復興が最優先という理解は

しております。それで期限が来年の４月です

か、３月いっぱいだったですかね。（「４月30

日」と呼ぶ者あり）４月いっぱいということ

でありますが、今の格付についても、各地域

地域でも現在もバランス的に悪い部分もある

と思いますけれども、今回のこういった形で

やっていただけるのは大変ありがたいとは思

いますが、やっぱり集中して阿蘇地域にいく

わけですから、業界としては大変喜ばしいこ

とでありますが、経営審査を年に１度受けま

すね。売上的にもいろんな部分でこの格差が

広がりつつあると思うんですよ。そういった

部分も含めての期間限定であろうと思ってお

りますけれども、その辺今後100％発注する

予定でありますが、いろんな問題でおくれた

りしたときに、この期間を延ばすとか延ばさ

ないとかということはないんですよね。 

 

○成富監理課長 期間を延ばす延ばさないか

は、来年度の工事量等を踏まえて検討すると

いうことで、４月30日までの間にそこはしっ

かりまず内部で詰めていきたいと思っていま

す。延ばすか延ばさないかはその時点で考え

ると。 

 

○中村博生委員 その時点で考えるというこ

とは可能性はあるということですか。そうい

う理解でいいんですか。 

 

○成富監理課長 可能性の問題というか、そ

の時点で考えたいと思います。 

 

○中村博生委員 そういうことのないように

努力をするということでしょう。 

 

○成富監理課長 ないということではなく

て、その時点で検討しますので、その時点で

土木一式工事の発注の来年度の投資の状況が

どの程度になるかを見て判断したいと思って

ます。 

 

○中村博生委員 状況を見てな。はい、しっ

かり見とってくださいね。 

 

○内野幸喜委員長 質疑はありませんか。 

 

○佐藤雅司委員 今の関連でよございます

か。そこらあたりをはっきりしておきません

と、例えば県と業界で災害の協定あたりを結

んでおりますね。下手すると、いろんなこと

で協定を破棄しますよて、さっきの話じゃあ
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りませんけれども、塩まきも災害のとき緊急

招集をかけられても、それは熊本市内とか他

のところの八代辺からでも天草辺からでも頼

んでくださいよて、県下一円ならばと言われ

かねないんで、そこははっきりしておかない

かぬとじゃないですか。 

 

○成富監理課長 その検討は、済みませんけ

れども、この発注標準の見直しははっきり今

の時点では来年度４月30日以降をどうするか

というのは保留させていただきたいと思って

ます。その時点で考えたいと思ってます。 

 

○佐藤雅司委員 非常に曖昧な答えなんです

が、非常に地元からいうと、もちろん大命題

の復旧が先だということはあると思いますか

らそれはもう当然ですよね。だけれど、そこ

がもうやる前からわかりませんよ、どれくら

いになるかわかりませんよという話じゃ、地

元も下手するとさっきの話じゃないけれど全

然違う話じゃないと思うんですよね。 

 

○佐藤政策審議監 ちょっと監理課長、非常

に慎重な言い方をしておりますが、我々とし

てはこの資料の８ページに書いてありますよ

うに基本的な考え方なり何なりというのは堅

持したいということですから、今回の発注標

準の見直しはあくまでもこの経済対策を踏ま

えた暫定的な措置だというふうに考えており

ます。 

 ただ、そうは言いながら、今後参議院選挙

なり何なり、あるいはどういう予算のつけ方

するかわかりませんので、その予算の状況を

見て考えていきたいというのが、今監理課長

がお答えした趣旨でございまして、基本的に

は今回の措置は１年間の暫定措置だというふ

うに考えているところでございます。 

 

○佐藤雅司委員 ちょっと、もう一丁いいか

な。そうだと参議院選挙も含めるということ

になると、それは予算が少なくなれば、もう

ちょっと、例えばことしいっぱいになるとか

逆にもう前倒しでやめるかもしれないという

ことも含まっとる話ですか。 

 

○佐藤政策審議監 前倒しでやめるというこ

とは考えておりません。少なくともことしは

これだけ大きな投資的経費があって発注も急

いでやらなくちゃいけないわけですから、少

なくとも４月30日まではこの考え方でさせて

いただきたいと思っております。 

 

○城下広作委員 いずれにしても、復興に対

してスムーズにいくような観点でまず発注を

やるべきだというふうに思いますので、その

ことを十分考えられてやっている措置だと思

いますので、まずそこが第一義であるという

ことが大事だと思いますので、それはぜひよ

ろしく。私はそういうふうに思いますので、

よろしくお願いします。 

 

○松岡徹委員 この発注標準の見直しは、何

といいますかね、現状を踏まえた改善策とい

うふうに僕は捉えております。監理課長が説

明された資料の９ページ３の(1)の倒産等の

状況推移とありますけれども、その中でラン

クＢ、Ｃの倒産、廃業が特に目立っておりま

す。中には合併したところもあるというあれ

ですけれど、この23年の改革自体が結果とし

ては、このＢ、Ｃクラスを倒産、廃業に追い

込むんじゃないかというふうに指摘もした

し、そう言われておりましたが、そういう点

では自民党の議員の一般質問の中でも、せめ

てＢは1,500万までという話もありました

し、これは来年の３月に判断するということ

だけれど、私はこの改革、改善は継続する方

向で考えたほうがいいんじゃないかなという

ふうに思っております。 

 それから、もう一つは、Ａ１、Ａ２にかな

りの部分が集中していますけれども、前の委
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員会で僕が質問したときに、Ｂ、Ｃの人はい

わば県の工事の下請で組み込まれますので、

かなり倒産、廃業は防げると、経営について

は大丈夫だというような答弁が金子監理課長

のときだったと思いますけれども、ありまし

たけれども、結果としてこういう数字も出て

いるという面を直視しなければならぬという

ことと。もう一つは、その関係で言えば元下

関係をきちっとするという問題があるし、設

計労務単価ですね、それをきちっと反映した

いわば建設産業従事者の賃金を保障するとい

いますかね。最近のあれでは佐賀市が最低の

賃金を80％というふうにしている。それまで

は大体70％ぐらいだったのがそういうふうに

決めたというのがありましたけれど、各地で

つくられているその公契約条例があったり要

綱があったりしていますけれども、そこら辺

のあり方ですね、どんどんどんどん買いたた

かれてダンピングみたいになって、結局はそ

の建設産業従事者の賃金がどんどんどんどん

下がっていく状態にならないような、その元

下関係をきちっとしていく点が大事じゃない

かと思います。 

 継続するかどうかについては、もう課長が

答弁されたからそれについては言いませんけ

れども、２点目についていかがですか。 

 

○成富監理課長 おっしゃるようにＢ、Ｃラ

ンクについては23、24ということで、倒産件

数としては出ておりますけれども、やはりこ

れが、この発注標準の見直しに伴うものかど

うかというのはちょっとはっきりはわからな

いで、そこは何とも言えませんけれども、県

としては(2)にありますように、下請契約に

ついては県内業者を使うようにということ

で、かなり徹底してきてこれだけの数字を上

げてきています。また、その市町村等に対し

ても、県内業者を使っていただくようにとい

うお願いもしておりますんで、Ｂ、Ｃについ

ては引き続き県発注工事からは、シェアは少

なくなっていますけれども、引き続き育成と

いうか、そういう対応をしっかりしていきた

いというふうに思っています。 

 あと、もう１点の労務単価の関係といいま

すか、公契約条例にも関係してくるかと思い

ますけれども、一応労務単価というのは今般

国の基準等で引き上げられていますので、こ

れらについては、引き続き今年度、元下関係

の中でしっかり立入調査とか下請報告とかを

求めながら、その中で協会とも話し合いなが

ら、その辺きちんと支払われていくようには

協議等をしていきたいというふうに思ってま

す。 

 

○松岡徹委員 建設産業政策について、この

前やっぱり建設産業というのは地域の経済と

かあるいは安全な地域づくり、災害対応と

か、私は建設産業をもっとやっぱり育成する

というか、減らしていくんじゃなくて育成し

ていくという立場でやるべきだということを

前回もちょっと言いましたけれども、その論

拠で私がこの間繰り返してきたのは、この10

年スパンで見ると建設投資額は半分ぐらいに

なったけれど、建設産業自体は18％ぐらいし

か減ってないというデータがあるわけね。と

ころが実際上は30人とか40人規模の企業でい

くと、やっぱり４割前後、５割近く減ってい

るわけですよ。だから、かなり淘汰している

という言い方が必要じゃないかと前回言った

んだけれども、さらに私が今度調べて、少し

県にも研究してほしいと思うのは、それをも

っと長いスパンで分析すると、1985年から最

近まででいくと、例えば建設業の投資額は大

体85年が50兆円、今が大体50兆円近くになっ

とっとですけれども、ところが一番バブルの

ときには80兆円ぐらいに膨れ上がっているわ

け。だから、ピーク時はこれだけなっている

のに今は半分になったというふうな捉え方

は、もう少し長いスパンで見ると違う。もう

ちょっとバブルの前は50兆円ぐらいで今と変
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わらないようなそういうふうになっている。 

 それからもう一つは、建設業者数は大体19

85年は50万ぐらいで、今が大体そのくらい

で、いわばそうなってんですよ。１業者当た

りの建設投資額が1985年が9,600万で今が9,4

00万なんですよ。だからバブルのときのその

投資額と比較して、それと比べて今建設投資

額は半分になっている。だから建設業が多過

ぎるという分析は、後でデータは課長にあげ

ますけれど違うんだと。もう少し僕はもっ

と、熊本県の建設業産業政策として振興プラ

ンがありますけれども、あの振興プランでい

うところの建設投資額は半分に減った、業者

は18％しか減ってないという、この展開、分

析、そこのところをもう少し踏み込んで分析

をして、熊本県としてどういうような政策プ

ランが必要かというようなことを考えていた

だきたい。そういう点との関係でも、発注標

準の見直しの問題では、やっぱりそのＡ１、

Ａ２、Ｂ、Ｃ全体がやはり栄えていくちゅう

か成り立っていくような方向をもう少し研究

すべきじゃないかなと思います。 

 これは答弁は要りませんけれど、一応問題

提起で、この今私が言った資料は、後で課長

にまたあげますけれど、研究していただきた

いと思います。以上です。 

 

○内野幸喜委員長 よろしいですか。 

 さっきのＢ、Ｃですね、件数はそうかもし

れないですけれど、分母が違うんで、比率で

言えばどうなんです。そんなにＡ１、Ａ２と

か、（「比率からいくと」と呼ぶ者あり）そん

なには変わらないということですね。分母が

違いますからね。わかりました。 

 ほか質疑ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○内野幸喜委員長 それでは一旦ここで休憩

に入りたいと思います。 

 午後からは、13時15分から報告事項２から

また再開させていただきたいと思います。 

 それでは大変お疲れさまでした。 

  午後０時15分休憩 

――――――――――――――― 

  午後１時16分開議 

○内野幸喜委員長 それでは再開したいと思

います。 

 まず、堤委員については、午後からは御欠

席との連絡があっておりますので、御報告い

たします。 

 それでは、報告２からお願いしたいと思い

ます。平尾都市計画課長。 

 

○平尾都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 報告事項２のＪＲ鹿児島本線等連続立体交

差事業の変更認可についてお願いいたしま

す。 

 ＪＲ鹿児島本線等連続立体交差事業につき

ましては、平成14年３月に国の都市計画事業

認可を取得し事業を進めておりますが、これ

までにＪＲ九州や熊本市、鉄道運輸機構と工

程や全体事業費について精査、協議を行って

まいりました。 

 その結果、工期につきましては完了予定が

平成28年度から２年延長し平成30年となるこ

とを昨年８月に報告させていただいておりま

す。また全体事業費につきましては、約550 

億円から約606億円に増額になる見込みとな

りまして、これら事業計画の変更認可手続を

進めていきますことを今回御報告させていた

だきます。 

 １、事業の概要と２、工事状況と工程につ

きましては、恐れ入ります２ページ目の資料

で説明させていただきます。 

 紙面の上段は、熊本駅周辺状況の変遷をあ

らわしております。左から、平成９年ごろの

航空写真、真ん中が現在の状況、右が将来予

想図でございます。下段は、この事業によっ

て新たに整備される熊本駅舎と上熊本駅舎の

デザインイメージでございます。 
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 続きまして、裏面の３ページをごらんくだ

さい。紙面の上段に平面図、下段に全体の工

程を示しております。 

 この事業は、鹿児島本線約６キロメート

ル、豊肥本線約１キロメートルを高架化する

ものでございます。現在は高架橋の工事が本

格化しておりまして、工事の進捗率は約69％

となっております。 

 工程といたしましては、紙面中段の青い部

分でございますが、平成26年度末までに鹿児

島本線の北側の約４キロメートルについて、

上下線、熊本駅部の約２キロのうち上り線の

高架化を完了いたします。 

 次に紙面中段の赤い部分でございますが、

平成29年度末までに残る熊本駅部下り線約２

キロメートルと豊肥本線約１キロメートルの

高架化を完了いたします。 

 最後に、紙面右上のイメージ図にある新し

い熊本駅舎の外壁、武者返しと呼んでおりま

すが、これを平成30年度末までに完成させ事

業を完了する予定でございます。 

 恐れ入ります１ページに戻っていただきま

して、３、事業費変更要因を説明いたしま

す。 

 今回増額となります主な要因といたしまし

て、まず熊本駅舎のデザイン変更がございま

す。これについては平成20年９月に約20億円

で説明させていただき、平成22年３月に基本

設計に基づき約23億円と公表しております

が、今回さらなる精査を加え、約24億円とな

りました。 

 次に、高麗門等の熊本城に関連する埋蔵文

化財を保存するために、一部高架橋構造を変

更したことによるものがございます。これに

つきましても、昨年９月に議会で概略設計を

もとに約10億円の増額となることを説明させ

ていただきましたが、今回、詳細設計に基づ

き積算したところ約11億3,000万円の増額と

なりました。 

 また、これらに加え今回新たな積算にて、

平成15年時点からの建設物価の上昇で、約16

億8,000万円の増額となったことなどによ

り、総額で約55億円の増額となりました。 

 続きまして、４、今後の予定でございます

が、都市計画法に基づく事業認可の変更を国

と協議中であり、協議が整い次第申請する予

定としております。 

 引き続いてよろしいでしょうか。 

 

○内野幸喜委員長 はい。 

 

○平尾都市計画課長 引き続きまして、報告

事項３をお願いいたします。 

 報告事項３、熊本県都市計画区域マスター

プラン基本方針(案)について、御報告いたし

ます。本案につきましては、昨年12月の当委

員会に中間報告をさせていただいた後、パブ

リックコメントを経て、今月３日に開催され

ました熊本県都市計画審議会で答申をいただ

きましたので、その内容について御報告させ

ていただきます。 

 今回改定します基本方針は、県内の各都市

計画区域マスタープランの策定に当たって基

本となる都市づくりの考え方を示すもので、

この基本方針に基づいて各都市計画区域マス

タープランを策定することになります。 

 まず、１の熊本県都市計画区域マスタープ

ラン基本方針の改定趣旨でございますが、基

本方針は平成15年の策定後、約10年が経過

し、本格的な人口減少、超高齢化社会の到

来、東日本大震災、熊本広域大水害などを踏

まえて改定を行うものです。 

 次に、２の熊本県都市計画区域マスタープ

ラン基本方針(案)の概要をごらんください。 

 主な課題ですが、改定趣旨で述べました事

項などを(1)から(6)で整理しております。 

 次に基本理念ですが、豊かな「もり」と共

生する持続可能で活力のあるエコ・コンパク

トな都市づくりとしております。エコロジー

とエコノミーの「エコ」に着眼し、エコ・コ
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ンパクトと表現しております。 

 基本目標は５項目上げており、内容に大き

な変更はございません。 

 次に、都市計画の方針等です。青字で記載

した改定部分を中心に御説明いたします。 

 (1)都市計画区域指定の方針では、開発圧

力が高い区域で、土地利用を制御し環境を保

全するために、準都市計画区域の積極的な指

定を行うことといたしました。 

 (2)土地利用の基本的な方針では、県全体

としては市街地の拡大を抑制する一方、熊本

都市計画区域では当面の人口微増を想定して

おり、市街地の拡大を適正にコントロールす

ることとしております。 

 (3)都市施設整備の基本的な方針では、幹

線道路の整備を促進するとともに、施設の長

寿命化、防災機能の向上を図ることといたし

ました。 

 (4)市街地整備の基本的方針では、簡易的

な区画整理事業等を活用し、未利用地対策を

行っていくこととしました。 

 (5)緑・景観の体系の基本的な方針では、

歴史的建造物群を活用することにより、市街

地の魅力を高めていくこととしております。 

 (6)都市防災についての基本的方針では、

地域防災計画との連携や災害のおそれのある

区域の住居系用途地域指定について、一定の

制限をすることといたしました。 

 (7)広域都市計画区域マスタープランで

は、コンパクトシティー推進や効率的な都市

経営のためには、都市計画区域間の連携が必

要と考え、荒尾、玉名、長洲、宇城、宇土、

水俣、芦北、本渡、牛深都市計画区域で広域

都市計画区域マスタープランを採用すること

といたしました。 

 (8)都市計画制度の運用方針では、都市づ

くりへの住民参加とマネジメントサイクルに

よる都市計画区域マスタープランの進行管理

を行うことといたしました。 

 都市計画課は以上でございます。 

 

○松永港湾課長 港湾課です。 

 報告事項４につきまして御説明いたしま

す。 

 資料の１ページをごらん願います。 

 平成13年３月に策定いたしました水俣湾環

境対策基本方針に基づきまして、平成24年度

に実施いたしました水俣湾の環境調査結果及

び水俣湾埋立地の点検・調査結果につきまし

て御報告いたします。 

 まず、(1)の水俣湾の水質及び魚介類等の

水銀調査結果についてですが、調査項目とし

ては水質、底質、地下水、魚類及び動物プラ

ンクトンの５項目について実施しておりま

す。 

 調査の結果につきましては、水質及び地下

水ともに全地点において総水銀は検出されま

せんでした。また底質の総水銀についても、

暫定除去基準値を下回っておりました。 

 次に２ページをごらん願います。 

 魚類につきましては、２魚種ともに暫定的

規制値を下回っておりました。また動物プラ

ンクトンにつきましても、大きな変動はござ

いませんでした。 

 なお、これらの調査地点につきましては、

３ページに記載しているとおりです。 

 次に４ページをごらん願います。 

 (2)の水俣湾埋立地の点検・調査結果につ

いて御報告いたします。 

 この点検調査は、平成14年３月に策定いた

しました水俣湾埋立地管理補修マニュアルに

基づいて実施しております。 

 調査内容としては、埋立護岸前面の水質調

査、埋立地地盤調査及び構造物変状調査の３

項目を実施しております。 

 これらの調査位置につきましては５ページ

に記載しているとおりですので、あわせてご

らん願います。 

 まず、水質調査では、護岸前面の海水中か

ら水銀は検出されませんでした。 
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 次に、埋立地地盤調査では、地盤の異常な

沈下及び陥没等は見られませんでした。 

 次に、構造物変状調査では、埋立地外周施

設等の構造に影響を及ぼすような変状は見ら

れませんでした。 

 今後とも定期的に調査を実施し、計画的に

補修を行っていくことで施設を良好な状態に

保つよう、管理に万全を期してまいりたいと

考えております。 

 報告は以上です。 

 

○手島道路整備課長 報告事項５、高規格幹

線道路及び地域高規格道路の最近の動きにつ

いてでございます。 

 前回の建設常任委員会以降に多くの動きが

ございましたので、報告させていただきま

す。 

 参考のため、Ａ３判の位置図を次のページ

につけております。 

 １、平成25年度の新規事業化箇所として、

中九州横断道路、国道57号滝室坂道路が昨年

の災害を契機に異例のスピードで国の事業と

して採択されました。また、天草地域の悲願

であった熊本天草幹線道路、国道324号本渡

道路が熊本県の事業として採択されました。 

 ２、計画段階評価着手箇所として、中九州

横断道路、熊本市・大津町間に着手されてお

ります。ちなみに、計画段階評価とは、新規

事業採択時評価の前段階において政策目標を

明確化した上で、複数案の比較評価を行うも

のでございます。 

 ３、新たに計画段階評価を進めるための調

査を行う箇所として、九州横断自動車道延岡

線、通称九州中央自動車道の蘇陽－高千穂間

と有明海沿岸道路Ⅱ期、大牟田市から長洲町

間が新規に公表されております。ただし、有

明海沿岸道路Ⅱ期については、整備主体、概

略ルート、構造を含めて検討するものとされ

ております。 

 ４、新たな開通見通し箇所として、九州横

断自動車道延岡線、小池高山インターから北

中島インター間の10.8キロメートルが平成30

年度に開通予定と公表されました。 

 新規事業化などが認められましたのは、県

議会の皆様の御助力、御支援のたまものでご

ざいます。今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

 報告事項は以上でございます。 

 

○西田土木技術管理課長 土木技術管理課で

す。 

 報告事項６、平成25年度上半期の発注目標

について御説明いたします。 

 本年度は、通常予算に加え熊本広域大水害

からの復旧・復興事業及び平成24年度２月補

正で計上した緊急経済対策関連事業の早期執

行を図る必要がございます。 

 特に緊急経済対策については、１月11日に

閣議決定された日本経済再生に向けた緊急経

済対策の方針に基づき、経済への波及効果が

一日も早く発揮されるよう早期発注が求めら

れているところでございます。 

 このため、例年にも増して積極的に前倒し

発注を進める必要があることから、上半期の

発注目標を設定することといたしました。 

 中ほどの１、上半期の発注目標の概要をご

らんください。 

 まず発注目標の対象とする予算額ですが、

平成24年度からの繰越予算と平成25年度予算

の投資的経費から直轄事業負担金などを除い

た県が事業主体となる事業分を対象としてお

ります。 

 まず全体では、表下段に記載のとおり予算

額が約1,200億円、うち上半期の発注目標額

として約840億円、率で70％としておりま

す。 

 設定の考え方ですが、各出先機関へ行った

発注可能額調査及び過去の上半期実績が60％

程度であったことなどを踏まえて設定してお

ります。 
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 上段括弧書きはそのうちの緊急経済対策分

でございまして、予算額が約300億円でござ

います。緊急経済対策の趣旨に鑑み全額の発

注を目標としております。 

 そのため、２、今後の主な対応でございま

すが、まず定期的な進捗管理を行っていくと

ともに、発注体制の強化として５月10日から

平成27年度までの３年間の任期で採用した任

期つき職員や積算業務、監督業務の補助を行

う外部委託を積極的に活用してまいります。 

 次に、入札手続の短縮化でございます。９

月30日までの期間においては、入札緩和措置

として3,000万円から5,000万円未満を条件つ

き一般競争入札から指名競争入札とするなど

の対応をとることとしております。 

 今後、上半期残り３カ月でございますが、

前倒し発注に向けて最大限努力してまいりま

す。 

 報告は以上です。 

 

○内野幸喜委員長 以上で報告が終了しまし

たので、質疑を受けたいと思います。質疑は

ありませんか。 

 

○池田和貴委員 済みません、都市計画課に

ちょっとお伺いをしたいんですが、都市計画

の区域マスタープランの基本方針案の中で、

都市計画の方針等で市街地整備の基本方針

で、済みません、これ勉強不足なんで申しわ

けないんですが、簡易型区画整理というのが

あるんですけれども、これ通常の区画整理と

簡易型というのはどういう違いがあるのか、

済みません、そこを教えてください。 

 

○平尾都市計画課長 大きな点では、通常の

区画整理事業だと、公園だとかそういうふう

な公共施設を設置する必要性がございます

が、これは市内部の住宅密集地、例えば木造

が一番イメージしやすいかと思いますが、そ

れも規模等々にも関係なく、例えば３軒、４

軒がまとまったときに、そういうふうな公園

施設等々の施設を伴わなくて、土地間の境界

をストレートにすっと通すというような形で

非常に簡易にできるという制度でございま

す。 

 

○池田和貴委員 そういうことなんですね。

はい、わかりました。 

 

○内野幸喜委員長 よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 

○城下広作委員 報告事項の２番なんですけ

れども、ＪＲの熊本駅のこの着工前また現

在、将来図という感じで非常に期待している

んですけれども、最終的にこの将来予想図の

中に０番ホームという部分は、要するにＪＲ

の主体事業なんですけれども、ここも含めて

私は完成するというのがイメージとしてはや

っぱり持ちたいんですね。この０番ホームの

利活用に関しては、まあ並行して協議しても

らって、大体形を考えてもらいたいと思うん

ですが、この辺は今の状況はどうなんです

か。ＪＲの０番ホームの使い方というか、ど

のように考えているかという進捗状況とか、

将来的にどういう話を持っていきたいという

完成のときまで含めてということで。 

 

○平尾都市計画課長 ０番ホームにつきまし

ては、私どものほうよりも地域のほうが……

（「土木ではない。ここではわからないです

かね。」と呼ぶ者あり。）私どもはまずはこの

高架化ということに今全ての精力を傾注して

いるところでございます。 

 

○城下広作委員 了解でございます。ちょっ

とここは管轄じゃないから。 

 ただ、この高架化の部分とあわせて、熊本

駅は０番ホームの一帯、前の公園も含めてで

き上がるというのが、このある意味では予想
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図の最終的な30年のやっぱり目標じゃないか

なと思います。委員長、わかりました。委員

長、了解でございます。 

 

○内野幸喜委員長 ほか質疑はありません

か。 

 

○松岡徹委員 報告４の水俣湾環境調査の

(1)の「ウ」ですね、魚類についてのカサゴ

とベラの調査の件で、この調査はいわゆる方

式がありますけれども、どの方式でやってい

るのか。 

 

○松永港湾課長 魚類の調査は港湾課でなく

て一応環境保全課でやっているんですけれど

も、一応知っている範囲でお答えしますと、

国がこれ示しておりまして、サンプリング調

査ということで、20か25というか…… 

 

○松岡徹委員 そういう数じゃなくて、この

調査の方式があるのよ、調査の。厚生労働省

がやっているのと環境省がやっているのと。

そこはわからぬなら…… 

 

○松永港湾課長 それはちょっと……。 

 

○松岡徹委員 それでね、今通常厚生労働省

がやっているのは公定法というやり方で、こ

れはメチル水銀の測定に非常に不安定である

ということで、御承知のように国立水俣病研

究センター、国水研で26年間ずうっと水銀を

研究されてきた赤木洋勝という先生がいらっ

しゃるわけですけれどね、今この方は水俣の

袋にある水銀分析研究所、通称国際水銀ラボ

というんですけれどね、そこの所長をされて

いる人がいわばこの公定法というのに改良を

加えて、いわば水銀の微量も測定するように

して、これが大体この赤木方式というのが国

際的になっているんですよ。この方は、ブラ

ジルのアマゾンなんかの調査にも水銀の調査

にも行っておられている。この赤木方式でい

くと、総水銀とメチル水銀はほとんど変わら

ない、ほとんどメチル水銀だというわけです

よ、赤木式で検査をすると。総水銀というけ

れども、95％から100％メチル水銀というわ

け。そこが大事なんですよ。 

 それで、これでいくと、24年度は総水銀は

0.28なんだけれど、いわば23年度が0.30、22

年度は0.38になっているわけですよ。つま

り、総水銀イコールほぼメチル水銀というこ

の先生の方式でいくと、23年度、22年度はそ

の基準値を超えたことになるわけですよ。こ

こが問題でね。結局は水俣病問題というのは

何かというと、慢性微量汚染の蓄積ですたい

ね。これで、いわばさまざまのレベルの水俣

病が今発症して、裁判でも責められてるわけ

ね。だから、ここのところがね、環境省はい

わば新しい方式を今やっているらしいんです

けれども、厚生労働省は食品検査関係は依然

としてこれらしいですよ、公定法というやり

方。私は、この熊本県というのは、やっぱり

水俣病を生んだ県だから、そして水俣病問題

というのは劇症型の水俣病だけじゃなくて、

慢性微量汚染による水俣病ちゅうのがそれが

大きく広がって、特措法なんかもできて、ま

た新しい裁判もということだからですね。こ

このところは、やっぱり港湾課にこれは言っ

てもなかなか答えるのに厳しいとは思ったん

ですけれど、一応港湾課の報告だもんだか

ら。いわば総水銀イコール水俣病、メチル水

銀て考えた場合にオーバーしていますよと。

24年度はわずかながら下回っていますけれど

も、非常に際どいところという点では、かな

り重大視すべきではないかなというふうに思

いますので。 

 いわば基準値を上回っていませんから大丈

夫というふうには、今のいわば検査法の進歩

といいますかの基準でいくとそうならないと

いうようなことを指摘しておきたいし、です

から、おたくのほうからも環境生活の担当の
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ほうにも、少しちょっと言っておいていただ

いて、またどこかで議論したいと思います。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員長 ちょっと私からいいです

か。 

 今、松岡委員のほうから規制値を超えると

いう話がありました。これには超えてないと

なっているわけですよね。こういう場で、も

し超えているという話が出たときに、やはり

いろんな影響が出てくると思いますから、そ

こはちゃんと今資料とかないもんですから、

ちゃんと今後見た上でちょっとその辺は話し

ていただければなと思います。 

 

○松岡徹委員 この公定法でやれば、いわば

総水銀とメチル水銀の関係がね、メチル水銀

の測定が不安定なものだから特定できない、

非常に不安定というわけよ。ところが、私が

言ったいわゆる国水研で長く研究された赤木

先生のいわば、これは国際的にこの方式が、

赤木方式というのが定着してきているわけで

すよ。現に、環境省はこれでやっているわけ

よ。それでいくと、いわば総水銀の中のメチ

ル水銀の関係では、95から100というふうに

なっているわけだ。だから、そういうような

点で、いわば旧態依然とした40年前の公定法

でやる測定というのは、いわば検討する余地

があるということを言っているわけで、なあ

も問題がないですよ。 

 

○内野幸喜委員長 港湾課のほうで難しいな

ら、環境保全課で…… 

 

○松岡徹委員 こういう点を指摘をして、こ

れで安全というふうには言えないというの

が、今いわば専門家の中では議論になってい

るわけだから。 

 

○内野幸喜委員長 これはまた１回ですね、

港湾課のほうで答えるのはちょっと難しいと

思います。 

 

○松岡徹委員 だけん港湾課には答弁は求め

ないから、そういう問題提起をして環境のほ

うにつないでくれと言っているわけ。 

 

○松永港湾課長 松岡委員の御意見も担当の

環境保全のほうに伝えておきます。 

 

○内野幸喜委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○内野幸喜委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了いたします。 

 次に、その他で何かありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○内野幸喜委員長 ありませんか。 

 なければ、以上で本日の議題は全て終了い

たしました。 

 次回の委員会については、８月20日午前10

時からを予定しております。なお、正式通知

については、後日文書で行いますのでよろし

くお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして第３回建設常

任委員会を閉会します。お疲れさまでした。 

  午後１時42分閉会 
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